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第
四
章
近
時
の
裁
判
例
に
見
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
取
扱
い

第
一
節
人
格
権
侵
害
に
関
す
る
裁
判
例

第
二
節
人
身
侵
害
に
関
す
る
裁
判
例

第
三
節
そ
の
他
の
裁
判
例

第

四

節

小

括

お
わ
り
に

中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2) 

第

節

民
法
通
則
第
一
二

O
条
の
解
釈
に
関
す
る
争
点

前
述
の
と
お
り
、
「
歴
史
の
深
刻
な
教
訓
の
総
括
」
に
よ
っ
て
制
定
さ

れ
た
民
法
通
則
第
一
二

O
条
で
あ
る
が
、
他
方
そ
れ
は
「
妥
協
の
産
物
」

で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
民
法
通
則
制
定
に
際
し
て
、
精
神
損
害
に
対
す

る
金
銭
賠
償
の
肯
定
論
と
否
定
論
は
桔
抗
し
た
状
況
に
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
前
節
で
検
討
し
た
肯
定
論
が
有
力
に
主
張
さ
れ
た
一
方
、
こ
れ
を
決

し
て
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
旧
来
か
ら
の
否
定
論
も
ま
た
有
力
に
主
張
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
点
を
詳
細

(
l
)
 

に
指
摘
す
る
論
文
等
の
資
料
は
存
在
し
な
い
が
、
次
の
二
点
か
ら
肯
定
論

と
否
定
論
と
が
対
立
し
て
い
た
と
い
う
当
時
の
状
況
を
う
か
が
い
知
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
通
則
第
一
二

O
条
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭

以
上
本
号
)

賠
償
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
し
、
旧
来
の
学
説
を
支
持
す
る
論

(
2
)
 

文
が
通
則
施
行
後
も
な
お
い
く
つ
か
存
在
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
人

身
侵
害
に
関
す
る
規
定
で
は
あ
る
が
、
次
章
で
検
討
す
る
寸
中
華
人
民
共

(3) 

和
国
消
費
者
権
利
利
益
保
護
法
」
制
定
過
程
に
お
い
て
、
精
神
損
害
に
対

す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
す
る
条
文
を
規
定
す
る
際
に
も
反
対
説
が
有
力
に

展
開
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
「
精
神
損
害
賠
償
」
で
は
な
く
「
死
亡
賠
償
金
」

(
4
)
 

「
障
害
賠
償
金
」
と
い
う
名
目
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
。
こ
の
よ

う
な
状
況
下
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
通
則
第
一
二

O
条
は
、
い
わ
ば
一
種

の
「
妥
協
の
産
物
」
的
な
規
定
に
落
ち
つ
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
具
、
体

的
に
は
次
の
三
点
に
「
妥
協
の
産
物
」
で
あ
る
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
第
一
に
、
通
則
第
一
二

O
条
は
「
公
民
の
姓
名
権
・
間
像
権
・

名
誉
権
・
栄
誉
権
が
侵
害
を
受
け
た
と
き
は
、
侵
害
の
停
止
、
名
誉
の
回

北法47(5・379)1583
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復
、
影
響
の
除
去
、
謝
罪
を
要
求
す
る
権
利
を
有
し
、
あ
わ
せ
て
損
失
の

賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
そ
の
適
用
範
囲
を
「
姓
名

権
」
、
「
肖
像
権
」
、
「
名
誉
権
」
、
「
栄
誉
権
」
の
み
と
非
常
に
狭
い
範
囲
に

限
定
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
賠
償
の
目
的
物
を
単
に
「
損
失
」
と
規

定
し
、
「
精
神
損
害
」
と
い
う
用
誌
の
使
用
を
避
け
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、

「
あ
わ
せ
て
・
・
・
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と

(
原
語
「
併
可
以
要
求
」
)
。

こ
の
よ
う
に
、
通
則
第
一
二

O
条
は
非
常
に
暖
昧
な
規
定
に
落
ち
つ
い

た
た
め
、
同
条
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
解
釈
論
が
展
開
さ
れ
た
。
以
下
に
そ

の
議
論
の
争
点
に
関
す
る
検
討
を
す
す
め
る
。

「
損
失
」
の
意
義
に
関
す
る
争
い

l
i
財
産
損
害
賠
償
説
と
非
財
産

損
害
賠
償
説

通
則
第
一
二

O
条
第
一
項
後
段
に
い
う
「
損
失
」
が
何
を
さ
し
て
い
る

の
か
、
す
な
わ
ち
伝
統
的
学
説
の
い
う
よ
う
に
こ
れ
は
「
財
産
損
害
」
の

み
を
き
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
非
財
産
損
害
」
す
な
わ
ち
「
精
神

損
害
」
を
き
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
両
者
を
さ
し
て
い
る
の
か

に
つ
い
て
の
争
い
が
存
在
し
た
。

伝
統
的
学
説
に
し
た
が
え
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
損
失
」
と
は
通
則
第
一

二
O
条
に
規
定
さ
れ
た
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
も
た
ら
さ
れ
た
「
財

産
損
害
」
の
み
を
指
し
、
「
非
財
産
損
害
」
、
す
な
わ
ち
精
神
損
害
は
含
ま

(

5

)

(

6

)

 

れ
な
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
川
公
民
の
姓

名
権
、
肖
像
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
が
不
法
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り

惹
起
さ
れ
る
損
害
は
、
時
に
は
非
財
産
損
害
と
財
産
損
害
の
双
方
で
も
あ

る
が
、
一
般
に
は
非
財
産
損
害
で
あ
る
。
「
名
誉
の
回
復
」
、
「
影
響
の
除
去
」
、

「
謝
罪
」
が
非
財
産
損
害
に
対
す
る
救
済
手
段
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
「
損
失
の
賠
償
」
と
は
財
産
損
害
に
対
す
る
救
済
手
段
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
通
則
第
一
二

O
条
に
い
う
「
損
失
の
賠
償
」
は
非
財
産
損
害
に

対
し
て
行
わ
れ
る
の
も
の
で
は
な
い
。
凶
通
則
第
一
二

O
条
第
一
項
の
「
損

失
」
を
精
神
損
害
と
解
す
る
と
、
同
条
第
二
項
と
の
聞
に
矛
盾
が
生
じ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
条
第
二
項
は
「
法
人
の
名
称
権
、
名
誉
権
栄
誉
権
が
侵
害

さ
れ
た
場
合
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
し
て
い
る
が
、
「
損
失
」

を
精
神
損
害
で
あ
る
と
す
る
と
、
法
人
に
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

を
認
め
る
こ
と
と
な
り
、
不
適
当
で
あ
る
。
倒
立
法
の
主
旨
に
反
す
る
。

す
な
わ
ち
、
通
則
第
一
二

O
条
の
「
損
失
」
を
「
非
財
産
損
害
」
す
な
わ

ち
精
神
損
害
と
解
す
る
と
、
通
則
の
そ
の
他
の
条
文
に
お
け
る
「
損
失
」

を
も
同
様
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
解
す

る
と
、
財
産
損
害
を
生
じ
た
際
に
そ
の
請
求
の
法
的
根
拠
が
な
く
な
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
通
則
第
一
二

O
条
に
規
定
す
る
「
損
失
」
を
「
財

産
損
害
」
に
限
定
す
る
と
い
う
見
解
は
少
数
説
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
の
論

北法47(5・380)1584



中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2)

者
は
こ
れ
を

1

非
財
産
損
害
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し

て
、
以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
川
通
則
第
一
二

O
条
に
規
定
す
る
法
的

効
果
の
う
ち
、
「
侵
害
の
停
止
」
、
「
名
誉
の
回
復
」
、
「
影
響
の
除
去
」
、

「
謝
罪
」
は
精
神
損
害
に
適
用
さ
れ
る
民
事
責
任
方
式
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
こ
れ
に
続
い
て
規
定
さ
れ
る
「
損
失
の
賠
償
」
は
、
当
然
に
精

(
7
)
 

神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
指
す
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
凶
物
質
利
益

侵
害
に
対
す
る
損
害
賠
償
は
通
則
第
一
一
七
条
に
す
で
に
規
定
さ
れ
て
お

り
、
第
一

O
六
条
、
、
第
一
一
九
条
も
ま
た
物
質
利
益
侵
害
に
対
す
る
賠

償
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
す
で
に
物
質
利
益
侵
害
に
関
す
る
規

定
が
あ
る
以
上
、
「
さ
ら
に
通
則
第
一
二

O
条
に
お
い
て
く
ど
く
ど
述
べ

(8) 

る
必
要
は
な
い
」
。
則
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
は
実
践
経
験
の
総
括
の

上
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
「
長
期
に
わ
た
り
、

法
制
観
念
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
人
格
権
等
を
侵
害
す
る

等
の
違
法
な
現
象
が
比
較
的
広
範
囲
に
見
受
け
ら
れ
」
た
。
通
則
第
一
一
一

O
条
は
「
社
会
主
義
の
物
質
文
明
及
び
精
神
文
明
建
設
」
に
プ
ラ
ス
と
す

る
た
め
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
通
則
第
一
二

O
条
に
規

定
さ
れ
る
「
損
失
」
と
は
、
「
非
財
産
的
利
益
」
で
あ
る
。
ま
た
、
か
ね

て
よ
り
交
通
事
故
に
よ
り
被
害
者
が
死
亡
し
た
際
に
、
「
撫
慰
金
」
あ
る

い
は
人
身
損
害
に
お
い
て
惹
起
さ
れ
た
財
産
損
害
の
一
回
払
い
の
賠
償

(
原
語
「
一
次
性
賠
償
」
)
に
は
「
精
神
煩
失
の
賠
償
が
含
ま
れ
て
い
る

(
9
)
 

こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
」
点
か
ら
も
、
そ
う
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
通
則
第
一
二

O
条
に
い
う
「
損
失
」
を
「
非
財
産
損
害
」

と
解
す
る
学
説
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
論
争
に
は
後
に
最
高
人
民
法

院
が
司
法
解
釈
を
公
布
す
る
こ
と
で
一
応
の
決
着
を
見
る
に
至
っ
た
。
そ

の
司
法
解
釈
は
一
九
九
三
年
六
月
一
五
日
の
最
高
人
民
法
院
裁
判
委
員
会

第
五
七
九
回
会
議
採
択
「
名
誉
権
事
件
審
理
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
意

(
叩
)

見
」
(
「
関
於
審
理
名
誉
権
案
件
若
干
問
題
的
意
見
乙
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
第
一

O
項
に
お
い
て
「
名
誉
権
侵
害
の
責
任
負
担
方
式
は
ど
の
よ
う

に
把
握
さ
れ
て
い
る
か
」
と
の
問
い
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
回
答
が
な
さ

れ
て
い
る
。
「
人
民
法
院
は
八
中
華
人
民
共
和
国
民
法
通
則

V
第
一
一
一

O

(
日
)

条
お
よ
び
第
一
一
一
一
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
加
害
者
に
対
し
侵
害
の
停
止
、

名
誉
の
回
復
、
影
響
の
除
去
、
謝
罪
の
要
求
、
『
損
失
の
賠
償
』
を
命
じ

る
こ
と
が
で
き
る
」
0

「
公
民
・
法
人
が
名
誉
権
が
侵
害
を
受
け
た
こ
と
に

よ
り
賠
償
を
要
求
す
る
場
合
、
加
害
者
は
不
法
行
為
に
よ
り
も
た
ら
し
た

経
済
損
失
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
民
が
あ
わ
せ
て
提
出
し
た

『
精
神
損
害
賠
償
』
の
要
求
に
つ
い
て
は
、
人
民
法
院
は
加
害
者
の
過
失

の
程
度
、
不
法
行
為
の
具
体
的
情
状
、
被
害
者
に
も
た
ら
し
た
精
神
損
害

の
結
果
等
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
、
こ
れ
ら
を
齢
酌
し
て
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
明
確
に
通
則
第
一
二

O
条
に
い
う
「
損
失
」

が
「
経
済
損
失
」
お
よ
び
「
精
神
損
失
」
で
あ
る
と
し
、
論
争
は
一
応
の

北法47(5・381)1585 
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決
着
を
見
た
。

適
用
範
囲
に
関
す
る
争
い

l

|
制
限
列
挙
説
と
例
示
説
、
お
よ
び

そ
の
他
の
解
釈

通
則
第
一
二

O
条
第
一
項
前
段
で
は
「
公
民
の
姓
名
権
・
肖
像
権
・
名

誉
権
・
栄
誉
権
が
侵
害
を
受
け
た
と
き
」
と
規
定
し
、
ま
た
第
二
項
で
は

「
法
人
の
名
称
権
・
名
誉
権
・
栄
誉
権
が
侵
害
を
受
け
た
と
き
」
と
規
定

す
る
。
し
か
し
、
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
は
こ
れ
ら
の
権
利
の
侵

害
の
場
合
に
の
み
に
制
限
さ
れ
る
の
か
、
換
言
す
れ
ば
、
プ
ラ
イ
ヴ
7

シ
l

(

ロ

)

(

日

)

権
e

貞
操
権
等
の
そ
の
他
の
人
格
権
お
よ
び
生
命
健
康
権
・
「
自
由
権
」
・

婚
姻
自
主
権
等
の
い
わ
ゆ
る
人
身
権
侵
害
に
よ
る
精
神
損
害
に
は
適
用
さ

れ
な
い
の
か
を
め
ぐ
る
論
争
が
あ
る
。

適
用
範
囲
に
関
す
る
論
争
で
は
、
と
り
わ
け
生
命
健
康
権
侵
害
を
そ
の

範
囲
に
含
め
る
か
否
か
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す

る
学
説
は
、
大
き
く
以
下
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
通
則

第
一
二

O
条
は
制
限
列
挙
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
条
文
上
に
列
挙
さ
れ

て
い
な
い
権
利
に
つ
い
て
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
が
適
用
さ
れ

な
い
と
す
る
「
制
限
列
挙
説
」
。
②
通
則
第
一
二

O
条
は
姓
名
権
、
肖
像
権
、

名
誉
権
、
栄
誉
権
の
例
示
を
通
じ
て
「
人
格
権
」
を
保
護
す
る
規
定
で
あ

り
、
生
命
健
康
権
も
ま
た
そ
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
と
す
る
「
例
示
説
」
。

③
通
則
第
一
二

O
条
が
制
限
列
挙
主
義
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
通

則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
に
生
命
健
康
権
を
含
め
る
の
は
無
理
だ
と
し

つ
つ
、
他
の
方
法
で
こ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
説
。
こ
こ
で
は
、
①
②

お
よ
び
③
の
う
ち
の
通
則
の
解
釈
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

な
お
③
の
う
ち
、
通
則
以
外
の
法
を
援
用
し
て
生
命
健
康
権
侵
害
に
お
け

る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
学
説
に
つ
い
て

は
、
章
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

①
制
限
列
挙
説

通
説
は
通
則
第
一
二

O
条
は
い
わ
ゆ
る
制
限
列
挙
主
義
を
採
用
し
て
お

り
、
公
民
の
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
お
よ
び
法
人
の
名
称

権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
以
外
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
通
則
第

(
H
H
)
 

一
二

O
条
の
適
用
を
受
け
な
い
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
通

則
施
行
後
の
-
九
八
八
年
一
月
二
六
日
に
、
最
高
人
民
法
院
裁
判
委
員
会

北法47(5・382)1586

は
規
範
性
司
法
解
釈
で
あ
る
「
〈
中
華
人
民
共
和
国
民
法
通
則

V
の
執
行

を
貫
徹
す
る
若
干
の
問
題
に
関
す
る
意
見
(
試
行
)
」
(
「
関
於
貫
徹
執
行

(
日
)

〈
中
華
人
民
共
和
国
民
法
通
則

V
若
干
問
題
的
意
見
(
試
行
)
」
)
を
公
布

し
、
第
一
四

O
条
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
書
面
・
口

頭
の
形
式
を
以
て
他
人
の
『
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
』
(
原
語
『
隠
私
』
)
を
広

く
世
の
中
に
明
ら
か
に
し
、
あ
る
い
は
事
実
を
控
迭
し
公
然
と
他
人
の
人

格
を
中
傷
し
た
場
合
、
お
よ
び
侮
辱
・
誹
誇
等
の
方
式
を
用
い
て
他
人
の



中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2) 

名
誉
に
損
害
を
与
え
、
二
疋
の
影
響
を
惹
起
さ
せ
た
場
合
は
、
公
民
の
名

誉
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
以
上
の
規
定

に
も
と
づ
い
て
、
通
説
で
は
通
則
第
一
二

O
条
に
列
挙
さ
れ
た
権
利
、
お

よ
び

J
息
見
」
第
一
四

O
条
に
い
う
プ
ラ
イ
ヴ
7

シ
l
権
が
侵
害
さ
れ
た

場
合
に
の
み
通
則
第
一
二

O
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
結

果
、
そ
の
他
の
権
利
、
た
と
え
ば
生
命
健
康
権
等
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に

は
通
則
第
一
二

O
条
は
適
用
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
精

神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
損
害
を
請
求
し
、
判
決
で
命
ず
る
こ
と
は
で

(
団
山
)

き
な
い
こ
と
と
な
る
。

②
例
示
説

例
示
説
を
と
る
と
明
言
し
て
い
る
説
は
管
見
の
限
り
存
在
し
な
い
が
、

し
か
し
そ
の
内
容
を
例
示
説
で
あ
る
と
解
し
て
間
違
い
な
い
学
説
は
若
干

存
在
す
る
。

例
示
説
は
ま
ず
通
則
第
一
二

O
条
を
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
批
判
す
る
。

第
一
に
、
通
財
第
一
二

O
条
の
規
定
は
「
立
法
者
の
人
格
権
に
対
す
る
認

識
が
今
な
お
人
格
権
は
人
身
権
に
従
属
す
る
と
い
う
近
代
法
的
法
律
観
念

に
停
留
し
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
」
た
「
時
代
遅
れ
な
観
念
の
直
接
的
な

(口)

あ
ら
わ
れ
」
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
「
適
用
範
囲
が
狭
く
、
被
害
者
の

(
刊
日
)

法
に
か
な
っ
た
権
利
利
益
を
保
護
す
る
に
不
充
分
」
で
あ
り
、
そ
の
結
果

「
実
生
活
に
お
い
て
多
く
の
不
公
平
・
不
合
理
な
現
象
を
生
み
出
し
て
い

(
川
口
)

る
」
こ
と
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
展
開
す
る
。
あ
る
論

者
は
、
ま
ず
通
則
第
一
二

O
条
に
規
定
さ
れ
る
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉

権
、
栄
誉
権
の
「
人
格
権
の
本
質
は
人
格
尊
厳
の
権
利
で
あ
り
、
こ
れ
と

人
の
生
命
は
不
可
分
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
そ
れ
故
、
「
人
格
権
侵
害
に

よ
り
生
じ
る
精
神
損
害
の
範
囲
は
当
然
に
次
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
生
命

(
初
)

健
康
権
、
『
自
由
権
』
、
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
」
。
こ
こ

で
は
ま
ず
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
を
「
人
格
権
」
で
あ
る
と
と
ら

え
、
「
当
然
に
」
通
則
第
二
一

O
条
に
列
挙
さ
れ
る
権
利
に
く
わ
え
生
命

健
康
権
、
「
自
由
権
」
も
が
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
を
受
け
る
と
解
釈

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
立
場
は
例
示
説
を
採
用
し
て
い
る
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
、
他
の
論
者
は
、
生
命
健
康
権
を
「
も
っ
と
も

基
本
的
な
人
格
権
」
で
あ
り
、
「
何
人
た
り
と
も
そ
の
生
命
を
剥
奪
さ
れ
、

身
体
を
不
法
に
侵
害
さ
れ
」
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
、
通
則
第
二
一

O
条

(
幻
)

に
生
命
健
康
権
を
含
め
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
生
命
健
康
権
」

を
通
則
第
一
二

O
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
権
利
の
基
礎
で
あ
る
と
と
ら
え
、

生
命
健
康
権
を
そ
の
保
護
範
囲
に
含
ま
せ
る
べ
く
解
釈
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
例
一
不
説
を
採
用
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
を
例
示
説
的
に

解
釈
す
る
に
は
次
の
点
で
無
理
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
一
に
、
通

則
第
一
二

O
条
に
一
般
規
定
を
お
い
て
い
な
い
こ
と
。
日
本
法
を
例
に
と

北法47(5・383)1587 
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れ
ば
、
憲
法
第
一
四
条
の
「
法
の
下
の
平
等
」
に
関
し
て
、
同
条
は
通
説

に
し
た
が
え
ば
寸
例
一
不
説
」
を
採
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
同
条

に
あ
げ
ら
れ
る
「
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は
門
地
」
以
外

の
事
自
に
よ
り
差
別
的
取
扱
い
は
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
事
由
を
列
挙
す
る
前
に
「
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
」
と
の

一
般
原
則
が
一
不
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
例
示
説
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と

(
幻
)

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
通
則
第
一
二

O
条
に
は
こ
の
よ
う
な
一
般
原
則
を

示
す
も
の
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
通
則
の
他
の
規
定
に
も
、
人
身
権
、

人
格
権
に
関
す
る
一
般
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
第
二
に
、
通
則
で
は
生

命
健
康
権
と
姓
名
権
、
肖
像
機
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
を
峻
別
し
て
い
る
こ

と
。
通
則
第
五
章
「
民
事
権
利
」
第
四
節
寸
人
身
権
」
(
第
九
八
条
以
下
)

で
は
生
命
健
康
権
、
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉
様
、
栄
誉
権
を
峻
別
し
て

規
定
し
て
お
り
、
通
財
第
一
二

O
条
に
お
い
て
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉

権
、
栄
誉
権
と
規
定
さ
れ
る
以
上
、
こ
こ
に
生
命
健
康
権
を
含
ま
せ
る
余

地
は
な
い
。
ま
た
、
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
に
つ
づ
け
て

「
等
」
と
の
語
も
使
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
通
則
第
一
二

O
条
を
人
格
権
一

般
を
包
括
す
る
規
定
と
は
解
し
得
な
い
。
第
三
に
、
通
則
第
一
二

O
条
が

制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
沿
革
上
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
否
定

派
を
納
得
さ
せ
る
た
め
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
適
用
範
囲
を

姓
名
権
、
山
円
像
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
に
限
定
さ
せ
た
も
の
と
推
測
で
き

る
。
以
上
か
ら
、
通
則
第
一
二

O
条
を
例
示
説
で
あ
る
と
解
す
る
に
は
無

理
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。
中
国
の
学
者
も
、
ほ
ぽ
制
限
列
挙
説
で
一
致

~じ法47(5 ・ 384)1588

し
て
い
る
。

③
法
解
釈
に
よ
る
適
用
範
囲
拡
大

以
上
の
よ
う
に
、
多
く
の
学
者
は
通
則
第
一
二

O
条
を
制
限
列
挙
説
で

あ
る
と
し
つ
つ
も
、
ほ
と
ん
ど
の
学
者
は
そ
の
適
用
範
囲
が
狭
き
に
失
す

(
お
)

る
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
の
多
く
は
、
通
則
第
一
二

O
条

の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
か

ら
限
界
が
存
在
す
る
と
認
識
し
、
こ
れ
は
「
立
法
問
題
で
あ
る
」
と
し
て

(M) 

解
釈
論
を
も
っ
て
解
決
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
。

他
方
、
現
行
の
法
規
定
の
枠
組
み
内
で
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲

の
拡
大
、
と
り
わ
け
生
命
健
康
権
侵
害
に
お
け
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金

銭
賠
償
の
可
能
性
を
模
索
す
る
論
者
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
は
、

川
通
則
第
一
一
九
条
の
解
釈
か
ら
こ
れ
を
肯
定
す
る
「
通
則
第
一
一
九
条

適
用
説
」
、
間
通
則
第
一
二

O
条
を
類
推
適
用
し
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
「
類

推
適
用
説
」
、
同
過
去
の
司
法
実
践
に
も
と
づ
い
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
「
司

法
実
践
適
用
説
」
、
凶
他
の
法
規
定
を
適
用
し
て
こ
れ
を
肯
定
す
る
説
、

同
漠
然
と
こ
れ
を
肯
定
す
る
説
、
の
五
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
は
、
法
解
釈
に
よ
り
適
用
範
囲
拡
大
を
試
み
る
も
の
の
み
を
取
り

あ
げ
る
こ
と
と
し
、
川
「
通
則
第
一
一
九
条
適
用
説
」
お
よ
び
同
「
類
推
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適
用
説
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
な
お
、
凶
「
他
の
法
規
定
の
類
推
適
用

説
」
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
検
討
す
る
。

川
通
則
第
一
一
九
条
適
用
説

こ
の
説
は
、
ま
ず
通
則
第
一
二

O
条
の
解
釈
か
ら
は
生
命
健
康
権
侵
害

に
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
適
用
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と

の
認
識
に
立
つ
。
そ
こ
で
、
人
身
権
侵
害
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
通
則
第

一
一
九
条
の
解
釈
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
説
は
「
民
法
通
則
に
は
明
確
な
規
定
は
未
だ
お
か
れ
て
は
い
な
い
」

と
し
つ
つ
も
、
「
実
際
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
生
命
権
、
身
体
健
康
権
侵

害
の
過
失
が
重
大
で
か
つ
重
大
な
非
財
産
損
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、

『
慰
撫
金
』
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
の
際
の
法
的
構
成
が

問
題
と
な
る
が
、
人
身
権
侵
害
に
関
す
る
民
法
通
則
第
一
一
九
条
の
規
定

を
見
て
み
る
と
「
等
の
費
用
」
を
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
、
あ
る
い
は
「
等

の
費
用
」
を
支
払
う
べ
き
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
等

の
費
用
」
に
「
慰
撫
金
」
を
含
ま
せ
る
こ
と
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
の
が

(
お
)

こ
の
説
の
特
徴
で
あ
る
。
論
者
自
身
、
こ
の
種
の
解
釈
は
「
こ
じ
つ
け
」

の
感
が
否
め
な
い
と
認
め
つ
つ
も
、
「
し
か
し
現
行
の
法
規
定
の
下
に
お

(
お
)

い
て
は
一
種
の
融
通
の
き
い
た
や
り
方
で
あ
る
と
い
え
る
」
と
し
て
、
積

極
的
に
こ
れ
を
主
張
す
る
。
同
様
の
解
釈
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
の
説
は
ま
ず
「
公
民
が
不
法
行
為
に
よ
り
負
傷
・
死
亡
し
た

場
合
、
精
神
損
害
は
確
か
に
存
在
す
る
」
と
の
認
識
か
ら
出
発
す
る
。
こ

の
精
神
損
害
は
「
そ
の
他
の
人
身
権
(
人
格
権
)
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に

勝
る
と
も
劣
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
被
害
者
が
加
害
者

に
対
し
て
「
(
精
神
)
損
失
の
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
は
情
に
か
な
い
理

に
か
な
っ
て
お
り
(
原
語
「
合
情
合
理
」
)
、
ま
た
依
る
べ
き
法
も
存
在
す

る
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
。
こ
こ
に
い
う
「
依
る
べ
き
法
」
と
は
通
則
第
一

-
九
条
で
あ
り
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
る
「
『
等
の
費
用
』
は
、
精
神
損
害

賠
償
費
用
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
生

命
健
康
権
侵
害
に
も
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
す
る
根
拠
と

し
て
「
情
」
、
「
理
」
と
と
も
に
通
則
第
一
一
九
条
の
「
等
費
用
」
を
あ
げ

(
幻
)

て
い
る
。

一
九
条
適
用
説
」
は
、
筆
者
個
人
と
し
て
は
非
常
に

興
味
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
通
則
の
解
釈
か
ら
生
命
健
康
権
侵
害
に
お

け
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
す
る
唯
一
の
方
法
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
を
主
張
す
る
論
者
本
人
が
認
め
る
よ

う
に
、
非
常
に
「
こ
じ
つ
け
」
の
感
が
あ
る
点
も
否
め
な
い
。
す
な
わ
ち
、

通
則
第
一
一
九
条
は
「
等
の
費
用
」
と
規
定
し
て
お
り
、
は
た
し
て
「
精

神
損
害
」
を
「
費
用
」
と
い
え
る
の
か
、
こ
の
点
が
ク
リ
ア
ー
さ
れ
る
べ

き
最
大
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
こ
の
説
の
中
国
に
お
け
る
支
持
は
ほ
と
ん
ど

な
し
。 」

の
「
通
則
第

北法47(5・385)1589
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凶
類
推
適
用
説

通
則
第
一
二

O
条
を
同
条
に
規
定
さ
れ
る
権
利
以
外
の
権
利
が
侵
害
さ

れ
た
場
合
、
通
則
第
一
二

O
条
を
類
推
適
用
し
て
精
神
損
害
賠
償
を
肯
定

す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
説
で
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
ま
ず
「
一
般
的

(
お
)

人
格
権
」
と
い
う
概
念
を
確
立
し
、
こ
こ
に
生
命
健
康
権
を
包
括
さ
せ
る
。

そ
し
て
こ
の
「
一
般
的
人
格
権
」
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
人
格
権
侵

害
に
関
す
る
通
則
第
二
一

O
条
を
類
推
適
用
し
て
保
護
を
図
る
べ
き
で
あ

(
鈎
)

る
と
す
る
説
が
あ
る
。
ま
た
、
「
自
由
権
」
侵
害
に
関
し
て
、
通
則
第
一

二
O
条
お
よ
び
通
則
「
意
見
」
第
一
五

O
条
を
類
推
適
用
す
べ
き
で
あ
る

(ω) 

と
主
張
す
る
説
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
貞
操
権
侵
害
に
対
し
て
も
、
「
通
則

第
一
二

O
条
の
規
定
を
比
較
・
参
照
し
、
適
当
な
拡
充
解
釈
を
し
、
損
害

賠
償
の
方
法
を
も
っ
て
、
被
害
者
の
精
神
利
益
の
損
害
お
よ
び
精
神
上
被

っ
た
傷
、
お
よ
び
精
神
的
苦
痛
に
対
し
民
事
上
の
救
済
を
与
え
る
べ
き
で

(

剖

)

(

辺

)

(

お

)

(

鈍

)

(

お

)

(

お

)

あ
る
」
と
し
、
婚
姻
自
主
権
、
親
権
、
親
族
権
、
監
護
権
の
侵
害
に
対
し

て
も
、
同
様
に
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

(
幻
)

て
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
説
も
あ
る
。

こ
れ
ら
「
類
推
適
用
説
」
は
そ
の
根
拠
を
明
示
し
て
い
な
い
。
生
命
健

康
権
に
関
し
て
い
え
ば
、
す
で
に
通
則
第
一
一
九
条
の
規
定
が
あ
り
、
そ

こ
で
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
類

推
適
用
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
他
方
、
生
命
健
康
権
以
外
の

諸
権
利
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
賠
償
規
定

が
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
通
則
第
一
二

O
条
の
類
推
適
用
の
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
。
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と
こ
ろ
で
、
前
述
の
貞
操
権
侵
害
に
関
し
て
は
、
通
則
第
一
二

O
条
を

類
推
適
用
す
る
ま
で
も
な
く
、
同
条
の
直
接
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
の
説

が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
配
偶
者
と
第
三
者
が
姦
通
し
た
場
合
、
他
方
配
偶

者
が
当
該
第
三
者
に
対
し
て
精
神
損
害
賠
償
を
請
求
で
き
る
か
と
い
う
問

題
に
つ
い
て
は
、
姦
通
を
第
三
者
の
他
方
配
偶
者
に
対
す
る
名
誉
権
侵
害

(
お
)

で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
に
他
方

へ
お
)

配
偶
者
が
世
間
か
ら
「
王
八
」
等
様
々
な
言
葉
で
の
の
し
ら
れ
る
こ
と
を

そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
構
成
を
と
れ
ば
、
実
際
の
裁

判
に
お
い
て
他
方
配
偶
者
へ
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
は
肯
定
さ

れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
論
者
は
そ
の
他
の
法
律
構
成
と

し
て
は
、
「
夫
婦
共
同
生
活
の
円
満
、
安
全
お
よ
び
幸
福
」
の
侵
害
、
「
婚

(
川
山
)

姻
義
務
」
違
反
、
他
方
配
偶
者
の
自
由
権
侵
害
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
は
と
も
に
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
で
は
な
く
、
根
拠

と
し
て
は
弱
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
例
示
説
」
、
「
通
則
第
一
一
九
条
適
用
説
」
、
あ
る
い

は
「
類
推
適
用
説
」
と
様
々
な
方
法
で
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
を

拡
大
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
説
に
も
難
点
が



あ
り
、
通
則
の
解
釈
で
は
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
(
と
り
わ
け
生
命
健
康

権
を
そ
の
範
囲
に
含
め
る
)
こ
と
は
難
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
状
況

で
あ
る
。
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適
用
方
法
に
関
す
る
争
い
|
|
{
「
主
次
適
用
型
」
説
と
「
双
軌
制
」
説

通
則
第
一
二

O
条
で
は
、
被
害
者
は
加
害
者
に
対
し
「
侵
害
の
停
止
」
、

「
名
誉
の
回
復
」
、
「
影
響
の
除
去
」
、
「
謝
罪
」
、
お
よ
び
「
損
失
の
賠
償
」

の
五
つ
の
救
済
手
段
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
規
定
上
は
、
前
凶

者
に
つ
い
て
は
「
要
求
す
る
権
利
を
有
し
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、

「
損
失
の
賠
償
」
に
つ
い
て
は
「
あ
わ
せ
て
・
・
・
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
文
言
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
救

済
手
段
の
適
用
に
関
す
る
解
釈
に
対
立
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
精

神
損
害
の
賠
償
に
対
し
て
は
、
あ
く
ま
で
非
財
産
的
救
済
手
段
(
す
な
わ

ち
前
四
者
)
を
主
た
る
救
済
手
段
と
し
、
財
産
的
救
済
手
段
は
補
充
的
・

二
次
的
な
救
済
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
説
(
「
補
充
的
救
済
手
段
説
」
)
、

②
非
財
産
的
救
済
手
段
と
財
産
的
救
済
手
段
は
と
も
に
主
要
な
救
済
手
段

で
あ
り
、
被
害
者
の
被
っ
た
損
害
の
軽
重
に
か
か
わ
ら
ず
財
産
的
賠
償
を

非
財
産
的
賠
償
と
と
も
に
適
用
す
る
と
い
う
説
(
「
重
畳
的
救
済
手
段
説
」
)
、

③
財
産
的
救
済
手
段
を
独
立
し
た
救
済
手
段
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
説
(
寸
独
立
的
救
済
手
段
説
」
)
が
対
立
し
て
い
る
。

①
補
充
的
救
済
手
段
説

中
国
で
は
一
般
に
「
主
次
適
用
型
」
説
と
い
わ
れ
る
説
で
あ
り
、
非
財

産
的
救
済
手
段
を
「
主
」
た
る
救
済
手
段
と
し
て
適
用
し
、
財
産
的
救
済

手
段
は
寸
次
」
、
す
な
わ
ち
副
次
的
・
二
次
的
救
済
手
段
と
し
て
適
用
す

る
と
い
う
説
で
あ
る
。
一
般
に
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
「
非
財
産

方
式
お
よ
び
財
産
方
式
を
と
も
に
主
要
な
賠
償
方
式
と
す
る
も
の
で
は
な

く
、
非
財
産
方
式
が
主
た
る
賠
償
方
式
で
あ
り
、
財
産
方
式
は
あ
く
ま
で

(
位
)

副
次
的
な
賠
償
方
法
で
あ
る
」
。
こ
れ
は
通
則
第
二
一

O
条
の
文
言
の
解

釈
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
則
第
一
二

O
条
で
は
、
非

財
産
方
式
に
つ
い
て
は
「
権
利
を
有
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
財
産
方
式
に
つ
い
て
は
「
あ
わ
せ
て
損
失
の
賠
償
を
要
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
立
法
意
思
は
前
者

(
位
)

を
重
視
し
後
者
を
軽
視
し
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る

い
は
、
同
じ
理
由
か
ら
「
主
要
な
も
の
と
副
次
的
な
も
の
と
の
関
係
を
あ

(
日
目
)

ら
わ
し
て
」
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
根
拠
と
し
て
、

通
則
第
二
一

O
条
に
お
け
る
「
損
失
の
賠
償
」
は
、
「
侵
害
の
停
止
」
等

の
非
財
産
的
賠
償
に
「
付
加
併
用
す
る
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
独
立
し
て

適
用
す
る
と
い
う
形
式
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
と

(
川
叫
)

み
な
し
て
い
る
。
「
損
失
の
賠
償
」
を
独
立
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
「
不
法
行
為
の
情
状
が
比
較
的
重
く
、
被
害
者
が
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比
較
的
大
き
な
精
神
損
害
お
よ
び
経
済
損
失
を
被
っ
た
場
合
に
、
財
産
責

(
必
)

任
方
式
を
適
用
す
る
」
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
事
件
の
情

状
に
も
と
づ
い
て
被
害
者
が
損
失
の
賠
償
を
必
要
と
し
て
い
る
場
合
に
お

い
て
の
み
、
裁
判
で
被
害
者
に
一
定
金
額
の
賠
償
金
を
与
え
る
こ
と
が
で

(
必
)

き
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
損
失

の
賠
償
」
す
な
わ
ち
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
非
常
に
制
限
さ
た

賠
償
方
法
で
あ
る
と
認
識
す
る
の
が
「
補
充
的
救
済
手
段
説
」
の
特
徴
で

あ
る
。と

こ
ろ
で
、
補
充
的
救
済
手
段
説
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
説
も
存
在

す
る
。
「
『
で
き
る
』
(
原
詩
『
可
以
』
)
と
は
す
な
わ
ち
被
害
者
が
行
使
す

る
権
利
の
選
択
性
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
」
、
「
被
害
者
は
精
神
損
害
賠
償
の

非
財
産
責
任
形
式
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
非
財
産
責
任
と
財
産

(
幻
)

責
任
の
二
種
類
の
形
式
の
併
用
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
(
括
弧
は

引
用
者
)
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
「
精
神
上
に
被
っ
た
被
害
は
一
定
程
度

の
も
の
、
少
な
く
と
も
比
較
的
重
大
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

よ
う
な
状
態
で
よ
う
や
く
加
害
者
が
精
神
損
害
賠
償
の
義
務
を
負
い
、
被

(
刊
叩
)

害
者
は
精
神
損
害
賠
償
の
請
求
権
を
享
受
す
る
」
と
し
て
、
被
害
が
二
疋

程
度
に
達
し
な
い
と
選
択
権
は
生
じ
な
い
。
こ
の
説
は
、
「
補
充
的
救
済

手
段
説
」
で
あ
る
と
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
被
害
者
の
被
っ
た
損
害
が

一
定
程
度
に
透
し
て
い
る
こ
と
を
選
択
権
発
生
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
補
充
的
救
済
手
段
説
の
一
種
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
こ
れ
に
類
す
る
説
と
し
て
、
あ
る
論
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。
ま

ず
、
「
被
害
者
が
ま
ず
関
心
を
持
つ
の
は
人
格
権
が
保
護
を
受
け
る
こ
と
」

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
救
済
手
段
と
し
て
は
非
財
産
的
賠
償
を
主
た
る
手
段

と
す
る
。
そ
の
上
で
、
「
『
あ
わ
せ
て
損
失
の
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
』
と
い
う
こ
と
は
、
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
損
失
の
賠
償
を
要
求
し

な
く
て
も
よ
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
も
し
被
害
者
が
自

ら
賠
償
請
求
権
を
行
使
し
な
い
あ
る
い
は
放
棄
し
た
場
合
に
は
、
人
民
法

{

刊

日

)

院
は
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
と
判
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
の
説

は
被
害
者
の
被
っ
た
損
害
が
二
疋
程
度
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
要
求
し
て

お
ら
ず
、
補
充
的
救
済
手
段
説
の
も
と
で
被
害
者
に
賠
償
を
要
求
す
る
か

否
か
の
選
択
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
説
で
あ
る
と
解
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
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②
重
畳
的
救
済
手
段
説

中
国
で
は
「
併
重
適
用
説
」
あ
る
い
は
「
双
軌
制
説
」
と
も
よ
ば
れ
る

説
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
非
財
産
的
救
済
手
段
、
財
産
的
救
済
手
段
と
も

に
主
要
な
救
済
手
段
で
あ
る
と
と
ら
え
、
被
害
者
の
被
っ
た
損
害
の
軽
重

に
か
か
わ
ら
ず
、
非
財
産
的
救
済
手
段
と
財
産
的
救
済
手
段
と
の
双
方
を

加
害
者
に
科
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
は
次
の
よ
う
な
意
味
を
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持
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
「
わ
が
国
の
立
法
(
す
な
わ
ち
通
則
第
二
一

O
条
)
は
精
神
損
害
に
対
し
て
主
に
非
財
産
責
任
を
負
担
す
る
ほ
か
、
同

時
に
被
害
者
の
請
求
に
も
と
づ
き
、
加
害
者
が
損
失
の
賠
償
の
責
任
を
負

(
印
)

う
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
。
「
主
に
非
財
産
責

任
を
負
担
す
る
」
と
の
点
だ
け
を
み
れ
ば
、
こ
の
説
は
「
、
玉
次
適
用
型
」

説
で
あ
る
と
も
と
れ
る
。
し
か
し
、
非
財
産
責
任
と
「
損
失
の
賠
償
」
を

「
同
時
に
」
請
求
し
、
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
説
は
、
非
財
産
的
救
済
手
段
と
財
産
的
救
済
手
段
と
の
関
係
を
重
畳

的
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、

加
害
者
が
「
精
神
損
害
賠
償
を
負
担
し
た
場
合
、
同
時
に
名
誉
の
回
復
、

影
響
の
除
去
等
の
非
財
産
責
任
方
式
の
責
任
を
負
う
こ
と
を
排
除
す
る
も

(
日
)

の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
も
の
も
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
は
、
救
済
手
段
と
し
て
非

財
産
的
手
段
と
財
産
的
手
段
の
併
用
を
規
定
し
て
い
る
と
解
す
る
学
説
が

「
重
畳
的
救
済
手
段
説
」
で
あ
る
。
こ
の
学
説
は
、
通
則
第
一
二

O
条
の

「
「
あ
わ
せ
て
』
と
い
う
字
は
、
文
法
上
か
ら
い
え
ば
順
々
に
進
む
関
係

(
臼
)

を
あ
ら
わ
す
」
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。

③
独
立
的
救
済
手
段
説

こ
の
説
は
、
被
害
者
の
被
っ
た
損
害
の
軽
重
に
関
係
な
く
、
ま
た
非
財

産
的
賠
償
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
救
済
手
段
と
し
て
独
立
し
て
財
産
的

賠
償
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
で
あ
る
。

こ
の
説
を
も
っ
と
も
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
前
述
の
「
類
推

適
用
説
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
一
般
的
人
格
権
と
の
概
念
を
確
立
し
、

そ
の
後
に
通
則
第
一
二

O
条
を
類
推
適
用
す
る
と
主
張
す
る
が
、
そ
の
際

に
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
一
般
人
格
権
侵
害
の
民
事
責
任
の
基
本
方

式
は
精
神
損
害
賠
償
で
あ
る
」
。
ま
た
こ
れ
と
同
時
に
「
一
般
人
格
権
侵

害
の
民
事
責
任
に
は
、
そ
の
他
の
非
財
産
責
任
方
式
を
含
む
。
た
と
え
ば

(
臼
)

侵
害
の
停
止
、
影
響
の
回
復
、
謝
罪
な
ど
」
。
こ
こ
で
は
精
神
損
害
賠
償
、

す
な
わ
ち
寸
損
失
の
賠
償
」
を
独
立
し
て
適
用
す
る
と
は
明
言
し
て
は
い

な
い
。
し
か
し
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
「
民
事
責
任
の
基
本

方
式
」
で
あ
る
と
と
ら
え
、
非
財
産
的
賠
償
を
補
助
的
手
段
と
と
ら
え
て

い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
説
は
被
害
者
は
加
害
者
に
対
し
、
「
損
失
の
賠
償
」

の
み
を
独
立
し
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
と
み
な
し
て

間
違
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

同
様
の
主
張
は
他
の
論
者
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
論
者
は

次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
加
害
者
は
ま
ず
侵
害
の
停
止
、
影
響
の
除
去
、

名
誉
の
回
復
な
ら
び
に
謝
罪
の
義
務
を
有
す
る
。
し
か
し
最
も
重
要
な
義

(
臼
)

務
は
金
銭
賠
償
の
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
説
は
一
見
し
た
と

こ
ろ
重
畳
的
賠
償
手
段
説
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
独
立
的
救
済
手
段
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
根
拠
は
次
の
点
に
あ

:lti去47(5・389)1593
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る
。
川
加
害
者
は
被
害
者
に
対
し
非
財
産
的
賠
償
の
「
義
務
を
有
す
る
」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
非
財
産
的
賠
償
は
加
害
者
が
当
然
に
は
た
す
べ
き

義
務
で
あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
。
凶
「
損
失
の
賠
償
」
を
「
最
も
重
要
な

義
務
」
で
あ
る
と
し
て
、
と
く
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
言
は
し

て
い
な
い
も
の
の
、
「
損
失
の
賠
償
」
は
独
立
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
と
と
ら
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
通
則
第
一
一
一

O

条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
五
種
類
の
救
済
方
法
「
の
う
ち
最
も
重
要
な
法
的

手
段
は
損
失
の
賠
償
で
あ
る
」
と
し
て
、
同
様
の
解
釈
を
展
開
す
る
も
の

(
日
)

も
あ
る
。

な
お
、
独
立
的
救
済
手
段
説
の
ひ
と
つ
に
、
次
の
よ
う
な
説
が
存
在
す

る
。
こ
れ
は
、
非
財
産
的
賠
償
と
財
産
的
賠
償
の
適
用
順
位
に
何
等
言
及

す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
被
害
者
の
精
神
上
に
苦
痛
が
存
在
す
れ
ば
、
「
損

失
の
賠
償
」
を
肯
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
精
神
損
害
の
事
実
は
直
接
あ
る
い
は
間

接
の
物
質
的
損
失
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
精
神
損
失
が
存
在

す
れ
ば
損
失
の
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
種
の
損
失
は
お

も
に
被
害
者
の
感
情
に
お
け
る
損
失
あ
る
い
は
精
神
上
に
お
い
て
苦
し
み

を
こ
う
む
る
、
あ
る
い
は
一
定
時
間
苦
痛
の
中
に
陥
い
る
こ
と
に
あ
ら
わ

(
日
刊
)

さ
れ
る
」
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
「
精
神
損
害
賠
償

の
範
囲
は
、
通
則
第
一
二

O
条
の
範
囲
に
限
ら
ず
、
公
民
の
生
命
健
康
権
、

プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

l
権
、
貞
操
権
お
よ
び
自
由
権
の
侵
害
に
対
し
て
、
財
産
川
町Fhυ 

損
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
精
神
損
害
の
結
果
さ
え
存
在
す
れ
ば
、
山
山

(

幻

)

ぬ

賠
償
を
お
こ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
ち
な
み
に
、
後
者
で
は
、
何
故
「
通
ト

則
第
二
一

O
条
の
範
囲
に
限
ら
ず
」
に
精
神
損
害
賠
償
が
肯
定
さ
れ
る
の
一
町

か
に
つ
い
て
は
一
切
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
両
者
と
も
非
財
北

産
的
救
済
手
段
の
適
用
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
説
に
も
と
づ
け
ば
、
あ
る
い
は
非
財
産
的
救
済
手

段
と
は
関
係
な
く
、
「
損
失
の
賠
償
」
を
行
い
う
る
と
解
す
る
こ
と
も
可

能
で
あ
り
、
独
立
的
救
済
手
段
説
の
ひ
と
つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
損
失
の
賠
償
」
の
適
用
に
関
し
て
は
、
非
財
産
的

救
済
手
段
の
補
充
的
機
能
と
み
な
す
も
の
、
非
財
産
的
救
済
手
段
と
重
畳

的
関
係
に
あ
る
と
み
な
す
も
の
、
非
財
産
的
救
済
手
段
と
は
独
立
し
た
も

の
で
あ
る
と
み
な
す
も
の
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

補
充
的
救
済
手
段
説
が
通
説
・
多
数
説
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

法
人
の
精
神
損
害
賠
償
肯
定
説
と
否
定
説

通
則
第
二
一

O
条
第
二
項
で
は
、
「
法
人
の
名
称
権
・
名
誉
権
・
栄
誉

権
が
侵
害
を
受
け
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
し
て
、
こ

の
場
合
に
も
「
侵
害
の
停
止
」
、
「
名
誉
の
回
復
」
、
「
影
響
の
除
去
」
、
「
謝

罪
」
お
よ
び
「
損
失
の
賠
償
」
が
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も

四
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ま
た
「
損
失
の
賠
償
」
に
い
う
「
損
失
」
が
い
っ
た
い
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
す
な
わ
ち
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
意
味
す
る
の
か
否

か
に
つ
い
て
、
激
し
い
論
争
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
自
然
人
の
場

合
に
は
、
精
神
損
害
そ
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
学
者
の
間

に
異
論
は
な
く
、
た
だ
通
則
第
一
二

O
条
に
い
う
「
損
失
」
が
精
神
損
害

で
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
が
争
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
は
た
し

て
法
人
に
精
神
損
害
は
あ
り
得
る
の
か
」
と
い
う
、
よ
り
根
元
的
な
問
題

に
つ
い
て
の
論
争
で
あ
り
、
学
者
の
意
見
も
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
者
は
「
損
失
」
を
寸
精
神
損
失
」

と
解
し
、
否
定
す
る
者
は
「
物
質
損
失
」
と
解
し
て
い
る
。

①
肯
定
説

肯
定
説
の
中
で
も
、
ま
た
見
解
が
大
き
く
ふ
た
つ
に
分
か
れ
る
。
ひ
と

つ
は
法
人
自
体
を
精
神
損
害
の
主
体
と
み
な
す
説
(
「
直
接
肯
定
説
」
)
、

い
ま
ひ
と
つ
は
法
人
自
体
が
精
神
損
害
の
主
体
で
あ
る
と
は
み
な
さ
な
い

が
、
法
人
を
構
成
す
る
自
然
人
の
精
神
損
害
を
法
人
の
精
神
損
害
と
み
な

す
説
(
「
間
接
肯
定
説
乙
で
あ
る
。

川
直
接
肯
定
説

直
接
肯
定
説
で
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
「
非
財
産
上
の
損

害
は
被
害
者
の
信
用
等
の
損
害
と
い
う
無
形
損
害
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、

(
犯
)

こ
の
種
の
無
形
損
害
は
、
法
人
も
ま
た
賠
償
の
請
求
を
な
し
う
る
」
。
こ

れ
は
積
極
的
に
法
人
の
精
神
損
害
を
肯
定
し
、
通
則
第
一
二

O
条
第
二
項

に
い
う
「
損
失
」
も
ま
た
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
解
す

る
説
で
あ
る
。

山
間
接
肯
定
説

間
接
肯
定
説
で
は
、
ま
ず
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
法
人
も
た
し
か
に
社

会
組
織
で
あ
り
、
法
人
の
(
通
則
第
一
二

O
条
に
規
定
さ
れ
る
)
人
身
権

が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
は
、
組
織
自
身
に
心
理
的
な
傷
あ
る
い
は
内
心
の

(
m
J
)
 

苦
痛
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
。
こ
の
よ
う
に
、
法

人
自
体
は
精
神
損
害
の
主
体
と
な
り
え
な
い
と
認
識
す
る
。
し
か
し
、
法

人
は
「
自
然
人
か
ら
構
成
さ
れ
て
」
い
る
点
に
注
目
し
、
以
下
の
よ
う
に

続
け
る
。
「
法
人
の
名
称
が
み
だ
り
に
使
用
さ
れ
、
名
誉
や
栄
誉
が
汚
さ

れ
た
場
合
に
は
、
企
業
に
製
品
の
返
品
、
契
約
の
解
除
等
の
経
済
的
な
損

失
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
企
業
を
構
成
す
る
自
然

人
の
「
情
緒
や
勤
労
意
欲
の
挫
折
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
さ

(ω) 

に
精
神
上
の
損
失
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
、
法
人
そ
の
も
の

が
精
神
損
害
の
主
体
と
な
る
こ
と
は
否
定
す
る
も
の
の
、
法
人
を
構
成
す

る
自
然
人
の
精
神
損
害
か
ら
法
人
の
精
神
損
害
を
み
ち
び
く
点
が
、
こ
の

説
の
特
徴
で
あ
る
。

②
否
定
説

他
方
、
こ
れ
を
否
定
す
る
説
に
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
も
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っ
と
も
簡
単
な
説
明
と
し
て
は
、
「
精
神
損
害
は
思
惟
活
動
を
す
る
公
民

の
み
に
存
在
し
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
法
人
に
は
精
神
損
害
は
存
在
し
得

(
日
)

な
い
」
と
す
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
他
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
次

の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
精
神
的
心
理
的
活
動
は
人
の
脳
の

産
物
で
あ
り
、
た
だ
自
然
人
の
み
が
独
占
的
に
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
法

人
は
社
会
組
織
で
あ
り
、
精
神
的
現
象
を
有
し
て
は
お
ら
ず
、
よ
っ
て
精

(
臼
)

神
上
の
損
害
も
あ
ら
わ
れ
よ
う
が
な
い
」
。
こ
こ
で
は
、
法
人
が
「
社
会

組
織
」
で
あ
る
点
を
強
調
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
。
そ
し
て
通
則
第
二
一

(
臼
)

O
条
第
二
項
の
「
損
失
」
と
は
財
産
損
失
を
指
す
と
結
論
付
け
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
学
説
は
、
法
人
は
精
神
損
害
の
主
体
と
は
な
り
え
な
い
と
い
う

点
に
力
点
を
お
い
た
も
の
で
あ
り
、
上
述
の
直
接
肯
定
説
に
対
す
る
反
論

と
は
な
り
得
る
が
、
間
接
肯
定
説
に
対
す
る
反
論
と
は
な
り
得
な
い
。

間
接
肯
定
説
に
対
す
る
反
対
説
と
し
て
は
、
次
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
。

「
法
人
と
そ
の
内
部
の
自
然
人
は
同
一
人
格
で
は
な
く
、
自
然
人
が
被
つ

(
臼
)

た
非
財
産
損
害
は
法
人
の
被
っ
た
損
害
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
。

さ
ら
に
こ
こ
で
は
具
体
的
な
事
例
と
し
て
企
業
を
例
に
と
り
、
法
人
は
精

神
損
害
の
主
体
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
次
の
よ
う
に
論
証
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
「
企
業
は
社
会
の
物
質
生
産
、
流
通
の
単
位
で
あ
り
、
そ
の

存
在
目
的
お
よ
び
意
義
は
物
質
的
豊
か
さ
の
創
造
と
実
現
で
あ
り
、
そ
の

一
切
の
権
利
の
行
使
お
よ
び
保
護
は
財
産
利
益
と
一
体
」
で
あ
る
。
ゆ
え

(
企
業
の
)
一
切
の
損
害
は
す
べ
て
金
銭
を
も
っ
て
評
価
し
計

(
白
山
)

算
す
る
こ
と
が
で
き
、
す
べ
て
財
産
損
害
で
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
あ
っ
て
、

に
「
そ
の

北法47(5・392)1596

精
神
損
害
は
存
在
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
法
人
の
精
神
損
害
賠
償
に
関
し
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
ま
た
い
ず
れ
が
通
説
か
に
つ
い
て
も
、
判
断
し
が
た
い
状
況

に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
一
九
九
三
年
六
月
一
五
日
の
最
高
人
民
法
院
「
名

誉
権
事
件
審
理
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
意
見
」
(
本
章
第
三
節
の
一
参

照
)
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
第
一

O
項
に
お
い
て
は
、
法
人
が
精
神
損
害
の
主
体
と
な

り
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
直
接
言
及
さ
れ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、

「
公
民
が
あ
わ
せ
て
提
出
し
た
『
精
神
損
害
賠
償
』
」
(
傍
点
は
引
用
者
)

と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
測
す
る
と
、
お
そ
ら
く
最
高
人
民
法
院
は

法
人
が
精
神
損
害
の
、
玉
体
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
態
度
を

(
白
山
)

と
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

死
者
の
人
格
権
侵
害
に
対
す
る
精
神
損
害
賠
償
の
可
否

通
則
第
二
一

O
条
は
「
公
民
」
の
人
格
権
保
護
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、

「
死
亡
し
た
公
民
」
の
人
格
権
保
護
に
関
す
る
規
定
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、

死
者
の
姓
名
を
利
用
し
て
活
動
を
行
う
、
死
者
の
向
像
を
利
用
し
て
営
利

五
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活
動
を
行
う
、
死
者
の
生
前
の
プ
ラ
イ
ヴ
7

シ
1
を
暴
露
す
る
、
死
者
の

名
誉
を
致
損
す
る
等
、
死
者
の
人
格
権
を
侵
害
し
た
場
合
に
精
神
損
害
に

対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
す
る
か
否
か
に
関
し
て
、
争
い
が
あ
る
。
こ
こ

で
の
争
点
は
以
下
の
よ
う
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
死
者
が
人
格

権
の
主
体
と
な
り
得
る
か
否
か
。
②
死
者
が
人
格
権
の
主
体
と
な
り
得
な

い
と
し
て
も
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
否
か
。
③
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、

そ
の
主
体
は
誰
か
。
以
下
に
検
討
す
る
。

①
死
者
が
人
格
権
の
主
体
と
な
り
得
る
か
否
か
。

自
然
人
の
権
利
能
力
に
つ
い
て
は
、
日
本
法
同
様
、
権
利
能
力
は
「
出

生
の
時
か
ら
死
亡
の
時
ま
で
」
こ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て

(U) 

い
る
。
よ
っ
て
、
「
公
民
は
す
で
に
死
亡
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
民
事

権
利
能
力
を
失
い
、
ふ
た
た
び
民
事
権
利
を
享
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

死
者
に
は
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名
誉
様
、
プ
ラ
イ
ヴ
7

シ
i
権
が
な
い
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
民
事
法
律
関
係
の
主
体
に
も
な
り
得
な
い
」
と

(
四
叩
)

さ
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
の
学
者
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
見
解
を
と
れ
ば
、
死
者
は
い
か
な
る
人
格
権
を
も
有
し
な
い
こ

と
と
な
り
、
死
者
の
人
格
に
対
し
何
等
の
保
護
を
も
与
え
る
こ
と
が
で
き

(ω) 

な
い
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
論
者
は
死
者
に
人
格
権
を
法
律
で
賦
与
す
る
こ
と
を

主
張
し
、
こ
れ
は
死
者
の
人
格
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ

(
初
)

り
、
客
観
的
要
求
で
も
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
死
者
を
人
格
権
の

主
体
と
す
る
こ
と
に
賛
意
を
示
す
論
者
は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
、
他
に

存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
通
則
の
規
定
上
、
死
者
に
権
利
能
力
を
認
め
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ

の
学
説
に
対
し
て
は
、
死
者
に
人
格
権
の
主
体
を
認
め
る
こ
と
は
、
死
者

(
九
)

の
人
格
権
保
護
の
前
提
条
件
で
は
な
い
と
の
批
判
が
存
在
す
る
。

②
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
は
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
中
国
の
学
者
の
大
多
数
は
死
者
が
人
格
権
の
主
体
と

は
な
り
得
な
い
と
す
る
見
解
で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

多
く
の
学
者
は
死
者
の
人
格
利
益
の
保
護
の
必
要
性
・
重
要
性
を
認
識
し

て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
死
者
が
人
格
権
の
主
体
と
な
り
得
な
い
と
す

れ
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
肯
定

す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
学
説
は
客
体
と
し
て
の
死
者

の
人
格
権
を
、
川
永
遠
に
こ
れ
が
存
続
し
続
け
る
と
い
う
「
永
久
説
」
、

凶
二
疋
期
間
経
過
後
消
滅
す
る
と
す
る
「
淡
化
説
」
、
同
「
否
定
説
」
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
永
久
説

こ
の
説
は
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
は
未
来
、
水
劫
存
在
し
続
け

る
も
の
で
あ
り
、
何
人
た
り
と
も
そ
れ
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

北法47(5・393)1597



研究ノート

す
る
も
の
で
あ
る
。
あ
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

「
そ
の
権
利
客
体
と
し
て
の
姓
名
・
肖
像
・
名
誉
・
栄
誉
は
公
民
の
死
亡

と
と
も
に
消
滅
す
る
」
こ
と
は
な
く
、
「
永
遠
に
客
観
的
に
存
在
す
る
精

(η) 

神
利
益
で
あ
る
」
。
よ
っ
て
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
が
侵
害
さ

れ
た
場
合
に
は
、
何
時
に
お
い
て
も
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を

請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
。

凶
淡
化
説

「
淡
化
」
と
は
、
徐
々
に
希
薄
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
語

意
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
学
説
は
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格

権
は
永
遠
に
存
在
し
続
け
る
の
で
は
な
く
消
滅
す
る
、
と
い
う
前
提
に
立

つ
点
が
、
「
、
水
久
説
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
死
亡
と
同

時
に
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
時
間
の
推
移
と
と
も
に
、
し
だ
い
に
(
九
)

希
薄
に
な
っ
て
ゆ
く
」
点
が
、
後
述
す
る
「
否
定
説
」
と
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
淡
化
説
」
は
い
わ
ば
っ
水
久
説
」
と
「
否
定
説
」
の

折
衷
説
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
「
淡
化
説
」
に
い
う
「
し
だ
い
に
希
薄
に
な
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う

客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
保
護
は
、
法
に
よ
る
一
種
の
特
別
な
保
護

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
あ
る
公
民
が
党
と
人
民
の
た
め
に
英

雄
的
に
身
を
捧
げ
た
場
合
、
烈
士
の
称
号
が
送
ら
れ
」
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
行
為
は
「
す
で
に
死
亡
し
た
公
民
に
栄
誉
権
を
賦
与
す
る
」
行
為

で
あ
る
と
み
な
し
う
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
は
法
に
よ
る
特
別
な
保
護
に
あ
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た
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
実
際
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
、
「
淡
化
説
」
に
よ
る
保
護
方
法
は
肯
定
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

(
九
)

る
と
主
張
す
る
。

川
否
定
説

客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
全
体
を
否
定
す
る
と
明
記
し
て
い
る
説

は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
、

適
用
範
囲
に
関
し
て
は
通
説
は
制
限
列
挙
説
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま

た
通
則
第
一
二

O
条
が
「
公
民
の
姓
名
権
、
健
康
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
」

と
規
定
す
る
だ
け
で
、
死
者
の
人
格
権
を
肯
定
も
否
定
も
し
て
い
な
い
こ

(
九
)
と
、
あ
る
い
は
通
則
に
は
死
者
の
人
格
権
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
な
い

こ
と
か
ら
も
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
全
面
的
に
否
定
す
る
説

は
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
全
般
を
否
定
す
る
説
で
は

な
い
が
、
死
者
の
肖
像
権
に
関
し
て
こ
れ
を
否
定
す
る
説
は
存
在
す
る
。

そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
肖
像
権
は
人
身
の
非

財
産
的
権
利
に
属
し
、
人
身
と
密
接
な
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
権

利
主
体
か
ら
離
れ
る
と
権
利
は
消
滅
す
る
。
公
民
の
人
身
権
は
、
出
生
に

よ
り
始
ま
り
、
死
亡
に
よ
り
終
わ
り
、
譲
渡
、
相
続
、
贈
与
、
売
買
、
交

換
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ
っ
て
肖
像
権
は
人
が
こ
の
世
に
存
在
す
る
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(
市
)

期
間
の
み
存
在
す
る
権
利
で
あ
り
、
死
亡
後
は
お
の
ず
か
ら
消
滅
す
る
」
。

こ
れ
は
、
権
利
の
主
体
と
客
体
は
密
接
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認

識
に
立
っ
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
、
権
利
の
主
体
で
あ
る
公
民
が
死
亡
す

る
と
同
時
に
、
そ
の
客
体
で
あ
る
人
身
権
(
こ
こ
で
は
肖
像
権
)
も
ま
た

消
滅
す
る
と
し
て
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
間
像
権
は
あ
り
得
な
い
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
「
公
民
の
人
身
権
は
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
身
権
一
般
を
否
定
す
る
学
説
で
あ

る
と
解
す
る
余
地
も
あ
り
得
ょ
う
。

③
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
体

は
誰
か
。

前
述
の
「
否
定
説
」
の
よ
う
に
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
否

定
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
発
生
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
肖
像
権
(
人
格
権
)
紛
争
に
よ
る
訴
訟
提
起
は
、
公
民
の
生
存
期
間
内

の
み
で
あ
り
、
死
亡
後
は
い
わ
ゆ
る
肖
像
権
(
人
格
権
)
紛
争
は
存
在
せ

(η) 

ず
、
い
わ
ゆ
る
肖
像
権
(
人
格
権
)
保
護
と
い
う
も
の
も
存
在
し
な
い
」

(
括
弧
は
引
用
者
)
。

他
方
、
前
述
の
「
永
久
説
」
お
よ
び
「
淡
化
説
」
の
よ
う
に
、
客
体
と

し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
主
体
が
問
題
に
な

る
。
結
論
か
ら
い
え
ば
、
い
ず
れ
も
死
者
の
近
親
者
が
そ
の
主
体
と
な
る

と
解
し
て
い
る
。

ま
ず
「
永
久
説
」
で
は
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
る
。
「
公
民
は
死

亡
直
後
よ
り
、
お
の
ず
か
ら
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
請
求
権
を

喪
失
す
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
「
請
求
権
は
事
実
上
す
で
に
公
民
の
死
亡

と
い
う
法
的
事
実
が
発
生
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
近
親
者
の
請
求
権
に
転

化
す
る
」
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
死
亡
し
た
公
民
の
精
神
利
益
の
侵
害
は
、

そ
の
近
親
者
の
精
神
利
益
の
侵
害
で
も
あ
る
こ
と
が
多
い
」
点
を
あ
げ
、

「
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
適
用
は
死
者
の
精
神
利
益
の
損
害
に

対
す
る
補
償
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
近
親
者
の
精
神
利
益
の
補
償

(
花
)

で
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
一
方
「
淡
化
説
」
で
も
、
死
亡
後
の
ご
定

期
間
内
に
(
死
者
の
人
格
権
が
)
侵
害
を
受
け
た
場
合
に
は
、
死
者
の
近

親
者
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
請
求
権
を
有
す
る
」
(
括
弧
は
引

(乃〉

用
者
)
と
し
て
い
る
。
な
お
、
い
ず
れ
の
説
も
「
近
親
者
L

の
範
囲
は
明

確
に
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
ァ
水
久
説
」
「
淡
化
説
」
と
も
に
、
客
体
と
し
て
の
死
者

の
人
格
権
を
肯
定
す
る
説
で
は
、
死
者
の
近
親
者
を
精
神
損
害
に
対
す
る

金
銭
賠
償
請
求
の
主
体
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
(
と
り
わ

け
「
永
久
説
」
)
で
は
、
客
体
と
し
て
の
死
者
の
人
格
権
を
保
護
す
る
と

い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
死
者
の
遺
族
の
人
格
権
(
と
く
に
名
誉
権
)
を
保

護
す
る
と
い
う
目
的
を
重
視
し
て
い
る
節
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
上
述
の
よ
う
な
法
的
構
成
を
と
っ
た
場
合
、
死
者
に
近

北法47(5・395)1599 
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親
者
が
存
在
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
死
者
の
近
親
者
の
精
神
上
に
損
害

が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
死
者
の
人
格
権
は
保
護
さ
れ
得
な
い
と
し
て
、

否
定
的
な
態
度
を
と
る
説
が
存
在
す
る
。
こ
の
説
は
客
体
と
し
て
の
死
者

の
人
格
権
自
体
は
肯
定
し
て
い
る
が
、
死
者
の
人
格
権
保
護
を
民
法
通
則

を
は
じ
め
と
す
る
民
事
法
に
ま
か
せ
る
の
で
は
な
く
、
「
公
法
に
よ
っ
て

(
初
)

ま
か
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
公
法
」
が
何
を
指

す
の
か
、
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
刑
事
罰
を
規
定

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
の
人
格
権
侵
害
を
防
ご
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
通
則
第
二
一

O
条
の
み
で
は
死
者
の
人
格
権
に
対
し
て
充
分
な
保
護
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

賠
償
額
算
定
に
関
す
る
争
い

通
則
第
一
二

O
条
は
た
だ
「
損
失
の
賠
償
」
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

規
定
す
る
の
み
で
、
金
銭
賠
償
の
算
定
に
関
し
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。

賠
償
の
算
定
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
批
復
性
司
法
解
釈
に
、
ご
く
簡
単
に

(
剖
)

触
れ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
通
則
「
意
見
」
第
一
五

O

条
で
、
そ
こ
で
は
「
人
民
法
院
は
加
害
者
の
過
失
の
程
度
、
不
法
行
為
の

具
体
的
情
状
、
結
果
お
よ
び
影
響
に
も
と
づ
い
て
そ
の
賠
償
責
任
を
確
定

す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
前
述
の
「
名
誉
権
事
件

--'--
ノ、

(
加
叫
)

審
理
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
意
見
」
第
一

O
条
で
、
そ
こ
で
は
、
「
加

害
者
の
過
失
の
程
度
、
不
法
行
為
の
具
体
的
事
情
、
被
害
者
に
精
神
損
害

を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
る
結
果
な
ど
」
を
考
慮
し
て
金
額
を
算
定
す
る

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
創
酌
事
由
、
算
定
方
法
等
は
、

民
法
通
則
、
通
則
「
意
見
」
お
よ
び
そ
の
他
の
司
法
解
釈
等
に
お
い
て
、

何
等
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
(
た
だ
し
、
第
三
章
「
道
路
交
通
事
故
処
理

弁
法
」
参
照
)
。
そ
こ
で
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
金
額
を
ど

の
よ
う
に
し
て
算
出
す
る
か
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
争
点
は

大
き
く
わ
け
で
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
賠
償
額
算
定
に
際
し
て
い
か

な
る
要
素
を
劉
酌
す
る
か
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
算
定
さ

れ
た
賠
償
額
を
あ
る
一
定
の
範
囲
内
に
限
定
す
る
か
否
か
で
あ
る
。

①
制
断
酌
事
由
に
関
す
る
争
い

削
町
酌
事
由
に
関
し
て
は
、
以
下
の
四
点
を
掛
酌
事
由
と
す
る
こ
と
で
は

(
お
)

研
究
者
の
意
見
は
一
致
し
て
い
る
と
い
う
。
川
加
害
者
の
過
失
の
形
態
お

よ
び
事
件
後
の
態
度
。
山
加
害
の
方
法
と
手
段
。
川
被
害
者
の
被
っ
た
損

害
の
程
度
。
凶
加
害
者
の
賠
償
能
力
。
し
か
し
、
こ
れ
以
外
の
い
か
な
る

事
由
を
掛
酌
す
る
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
畢
寛
精
神
損

失
の
賠
償
に
関
し
て
も
、
不
法
行
為
責
任
の
一
般
原
別
で
あ
る
「
等
価
賠

償
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
認
識
に
も
と
づ
い
て
餌
酌
事
由
を
考

慮
す
る
か
、
あ
る
い
は
精
神
損
害
賠
償
に
お
い
て
は
「
等
価
賠
償
」
は
そ

北法47(5・396)1600
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も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
「
相
当
な
賠
償
」
で
よ
い
と
い
う
認
識
に

も
と
づ
く
か
の
差
で
あ
る
と
い
え
る
。

a
「
等
価
賠
償
」
に
立
つ
説

寸
等
価
賠
償
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
認
識
す
る
立
場
か
ら
は
、
次

(
制
)

の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
る
。
ま
ず
精
神
損
害
賠
償
の
本
質
を
「
単
な
る

『
撫
尉
ど
で
は
な
く
賠
償
で
あ
」
る
点
に
求
め
、
そ
れ
故
「
加
害
者
は
被

害
者
の
被
っ
た
精
神
損
害
の
す
べ
て
を
賠
償
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
す
る
。

こ
の
前
提
に
立
ち
、
算
定
の
際
に
は
以
下
の
点
を
叫
酌
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
。
川
精
神
損
害
の
程
度
の
大
小
あ
る
い
は
結
果
の
軽
重
。
間

不
法
行
為
の
影
響
の
及
ぶ
範
囲
の
大
小
。
影
響
の
範
囲
は
全
国
的
な
影
響

と
地
方
的
な
影
響
の
二
種
類
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
加
害
者
の
過

失
の
程
度
。
川
被
害
者
の
状
況
。
被
害
者
の
学
歴
、
職
業
お
よ
ぴ
婚
姻
の

状
況
な
ど
は
精
神
損
害
の
結
果
と
客
観
的
な
関
係
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
等
価
賠
償
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
た
め
、
前
述
の
凶
「
加

害
者
の
賠
償
能
力
」
が
掛
酌
事
由
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
か
わ
り

に
、
当
該
不
法
行
為
の
価
値
を
で
き
る
だ
け
正
確
に
計
る
た
め
、
当
該
不

法
行
為
の
影
響
力
お
よ
び
被
害
者
の
学
歴
(
原
語
「
文
化
程
度
」
)
等
を

酪
酌
事
由
に
含
め
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
精
神
損
害
を
も
「
等
価
賠
償
」
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
認
識
に
立
つ
も
の
は
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
以
外
に
は
見

当
た
ら
な
い
。

b
「
相
当
な
賠
償
」
に
立
つ
説

他
方
、
「
相
当
な
賠
償
」
で
よ
い
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
「
わ
が
国
の
国

情
を
に
ら
み
合
わ
せ
、
具
体
的
な
事
件
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
、
総
合
的

に
各
種
の
相
関
係
す
る
要
素
を
考
慮
」
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
、
そ
の
前
提
と
し
て
次
の
各
原
則
に
も
と
づ
く
べ
き
で
あ
る
と
し
、

同
時
に
各
原
則
ご
と
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
齢
酌
す
べ

(
お
)

き
で
あ
る
と
す
る
。

川
適
当
な
経
済
補
償
額
を
考
慮
す
る
と
い
う
原
則
。

こ
こ
で
は
、
は
じ
め
に
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
に
お
い
て
は
「
等

価
賠
償
」
が
不
可
能
で
あ
る
点
を
指
摘
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
第

一
に
精
神
損
害
は
一
種
の
無
形
損
害
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
「
物
質
的
な

尺
度
を
用
い
て
直
接
的
な
物
質
損
害
を
含
ま
な
い
損
害
に
相
応
す
る
価
値

を
評
価
す
る
こ
と
は
難
し
い
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
前
提
に
立
ち
、

「
当
事
者
双
方
の
事
情
、
不
法
行
為
の
内
容
、
結
果
の
影
響
等
の
要
素
に

も
と
づ
い
て
合
理
的
な
賠
償
金
額
を
確
定
す
る
」
と
い
う
。
「
適
当
な
賠

償
金
額
」
と
は
、
換
言
す
れ
ば
「
合
理
的
な
範
囲
内
の
賠
償
金
額
」
で
あ

る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
「
適
当
な
賠
償
」
の
原
則
に
対
し
て
は
、
「
必
要
な
範

囲
で
現
状
を
打
破
す
る
」
(
原
語
「
採
取
必
要
突
破
」
)
の
例
外
が
あ
る
と

北法47(5・397)1601
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町
)

の
意
見
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
事
件
に
お
い
て
は
、
「
適
当
な
額
」
の

賠
償
で
は
加
害
者
の
懲
罰
と
し
て
は
不
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
適
当
な
補

償
額
の
原
則
の
制
約
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
「
賠
償
金
額
を
(
「
適
当
」
な
金
額
よ
り
も
)
上
げ
る
こ
と
で
、
よ

う
や
く
加
害
者
が
不
当
な
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
法

律
上
の
過
去
を
戒
め
将
来
の
教
訓
と
す
る
教
育
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
場
合
に
は
、
「
適
当
な
賠
償
額
」
以
上
の
金
額
の

給
付
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
「
打
破
」
と
は
決
し
て
恋
意
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

「
打
破
」
を
「
必
要
」
と
す
る
事
情
に
か
な
う
と
同
時
に
、
事
件
ご
と
の

「
適
当
」
な
限
度
に
か
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
「
現
状
打
破
」
の
原
則
は
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
懲
罰

的
側
面
を
強
調
し
た
原
別
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

同
「
吸
収
原
則
」
あ
る
い
は
「
合
併
原
則
」
の
採
用
を
考
慮
す
る
。

こ
こ
で
は
ま
ず
精
神
損
害
を
、
た
だ
精
神
損
害
の
み
を
も
た
ら
し
、
な

ん
ら
の
経
済
的
損
失
を
も
た
ら
さ
な
い
「
単
純
精
神
損
害
」
と
、
精
神
損

害
の
み
な
ら
ず
経
済
的
損
失
を
も
も
た
ら
す
「
複
雑
精
神
損
害
」
と
に
わ

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
「
単
純
精
神
損
害
」
の
事

件
は
、
前
述
の
「
適
当
な
経
済
補
償
」
を
も
っ
て
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
「
複
雑
精
神
損
害
」
の
事
件
は
「
適
当
な
経
済
補
償
」
で
は
解
決

で
き
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
、
「
複
雑
精
神
損
害
」
の
場
合
に
は
、
そ
の

他
に
も
た
ら
さ
れ
た
物
質
的
損
害
算
定
に
際
し
て
物
質
的
損
害
に
精
神
損

害
を
含
ま
せ
て
算
定
す
る
「
吸
収
原
則
」
、
あ
る
い
は
物
質
的
損
害
と
精

神
損
害
を
一
括
り
に
し
て
算
定
す
る
「
合
併
原
則
」
を
適
用
す
べ
き
で
あ

る
と
す
る
。
こ
う
し
た
発
想
は
日
本
法
に
お
い
て
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
慰

謝
料
の
調
整
的
機
能
」
と
も
類
似
す
る
。

付
必
要
か
つ
妥
当
な
加
罰
の
原
則
を
考
慮
す
る
。

こ
れ
は
加
害
者
に
対
す
る
懲
罰
と
し
て
の
妥
当
な
額
を
考
慮
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
加
害
者
の
資
力
を
掛
酌
事
自
に
あ
げ
て
い
る
。

同
異
な
る
法
律
責
任
を
併
用
す
る
原
則
を
堅
持
す
る
。

同
個
人
責
任
と
連
帯
責
任
を
結
合
さ
せ
る
原
則
。

付
「
公
平
原
則
」
の
採
用
を
考
慮
す
る
。

「
公
平
原
則
」
と
は
ま
た
は
「
公
平
責
任
」
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
公
平
原
則
」
と
は
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
の
一
方
に
損
害
が
発
生
し
た

場
合
、
そ
の
損
害
に
対
し
て
当
事
者
の
双
方
に
故
意
・
過
失
が
存
在
し
な

い
場
合
に
お
い
て
も
、
他
方
に
責
任
を
負
担
さ
せ
る
と
い
う
原
別
で
あ
る
。

(

幻

)

(

∞

∞

)

通
説
で
は
民
法
通
則
第
二
二
二
条
お
よ
び
第
一
三
一
一
一
条
が
こ
の
「
公
平
原

則
」
を
採
用
し
て
い
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠

償
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
公
平
原
則
」
を
適
用
す
る
か
、
こ
こ

で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
他
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
「
公
平

北法47(5・398)1602 
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原
則
」
と
は
「
被
害
者
の
損
失
の
補
償
と
、
加
害
者
に
対
す
る
教
育
・
懲

罰
と
の
バ
ラ
ン
ス
」
、
あ
る
い
は
「
双
方
当
事
者
の
経
済
状
況
」
を
考
慮

(ω) 

す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
通
則
第
一
一
一
一

二
条
の
規
定
に
鑑
み
、
加
害
者
に
故
意
・
過
失
が
存
在
し
な
い
場
合
に
お

い
て
も
、
被
害
者
に
精
神
上
の
損
害
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
加
害
者
は

一
定
額
の
金
銭
を
被
害
者
に
対
し
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
各
事
由
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
具
体
的
な
賠
償
金
額
を
算
定

す
る
の
が
、
こ
の
説
で
あ
る
。

一
方
、
「
相
当
の
賠
償
」
に
立
ち
な
が
ら
も
、
可
能
な
限
り
「
完
全
賠
償
」

(
卯
)

に
近
づ
け
よ
う
と
試
み
る
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
以
下
の
点
が
劃
酌
さ

れ
る
べ
き
事
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

川
不
法
行
為
の
性
質

ど
の
種
の
人
身
権
を
侵
害
し
た
か
、
す
な
わ
ち
、
生
命
健
康
権
侵
害
と

そ
の
他
の
人
身
権
(
た
と
え
ば
姓
名
権
)
侵
害
と
は
性
質
が
違
う
と
し
て
、

前
者
の
場
合
は
多
め
に
賠
償
し
、
後
者
の
場
合
は
少
な
め
に
賠
償
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

同
情
状

一
般
、
重
大
お
よ
び
軽
微
に
分
類
す
る
。
た
と
え
ば
、
何
回
に
も
わ
た

り
他
人
の
名
誉
権
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
、
偶
然
的
な
名
誉
権
侵
害
に
比

し
て
そ
の
情
状
は
重
く
、
ま
た
、
機
能
障
害
を
治
療
す
る
薬
品
の
広
告
上

に
他
人
の
肖
像
を
掲
載
し
た
場
合
に
は
、
カ
レ
ン
ダ
ー
に
他
人
の
間
像
を

無
断
で
掲
載
し
た
場
合
に
比
し
て
そ
の
情
状
は
重
い
と
み
な
す
。

判
手
段

劣
悪
、
一
般
お
よ
び
軽
微
に
分
類
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
般
公
民
が
他

人
の
栄
誉
権
を
侵
害
す
る
の
と
、
被
害
者
の
上
司
が
職
権
を
利
用
し
て
栄

誉
権
を
侵
害
す
る
の
と
で
は
、
表
現
の
手
段
が
異
な
る
。
ま
た
「
大
字
報
」
、

「
小
字
報
」
(
と
も
に
壁
新
聞
)
を
用
い
る
場
合
は
個
人
的
に
流
布
す
る

場
合
に
比
し
て
そ
の
手
段
は
劣
悪
で
あ
る
と
す
る
。

同
目
的

こ
こ
で
は
加
害
者
の
故
意
お
よ
び
過
失
を
含
む
。
姓
名
権
侵
害
に
お
い

て
は
、
営
利
目
的
に
よ
る
も
の
は
営
利
を
目
的
と
し
な
い
も
の
に
比
し
て

重
く
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

同
結
果

結
果
に
は
物
質
的
な
結
果
と
精
神
的
な
結
果
が
あ
る
。
前
者
は
人
身
権

侵
害
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
被
害
者
の
財
産
の
減
少
あ
る
い
は
滅
失
、
後
者

は
他
人
の
人
格
尊
厳
を
卑
し
め
、
信
用
を
低
下
さ
せ
、
精
神
的
苦
痛
を
も

た
ら
す
こ
と
な
ど
を
指
す
。

ま
た
、
こ
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
精
神
損
失
に
は
次
の
よ
う
な
形
態
が
あ

北法47(5・399)1603

る
と
す
る
。
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-
不
法
行
為
が
被
害
者
に
対
し
て
も
た
ら
し
た
精
神
損
害
。

他
人
の
誹
誘
・
侮
辱
が
被
害
者
を
苦
悩
さ
せ
、
床
に
寝
付
い
た
ま
ま
と

し
、
甚
だ
し
き
は
精
神
錯
乱
、
自
殺
に
追
い
込
む
等
0

・
行
為
者
が
自
己
の
不
法
行
為
に
よ
り
得
た
「
快
楽
」
。

他
人
を
侮
辱
し
て
そ
の
名
誉
権
を
侵
害
し
、
も
っ
て
私
憤
を
は
ら
す
等
。

.
社
会
に
対
し
て
も
た
ら
し
た
結
果
。

他
人
を
誹
務
し
た
場
合
の
、
そ
の
影
響
の
お
よ
ん
だ
範
囲
の
大
小
。
公

民
道
徳
が
被
っ
た
、
そ
の
よ
く
な
い
影
響
の
程
度
な
ど
。

こ
れ
ら
の
事
由
か
ら
不
法
行
為
の
社
会
的
危
険
の
程
度
を
は
か
る
と
す

る。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
に
対
す
る
総
合
的
な
分
析
を
加
え
た
後
に
、
数

式
を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
お
よ
ぴ
賠
償
額
の
確
定
を
行
う
。
そ
の
方

法
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
、
あ
る
時
期
・
あ
る
地
区
の
精
神
賠
償
の
最
高

額
お
よ
び
最
低
額
を
確
定
す
る
。
つ
い
で
、
各
要
素
の
係
数
お
よ
び
係
数

の
標
準
金
額
を
確
定
す
る
。
さ
ら
に
、
不
法
行
為
の
総
係
数
を
確
定
す
る
。

(
引
)

し
か
る
後
に
そ
の
総
係
数
に
係
数
の
平
均
賠
償
額
を
乗
じ
、
当
該
不
法
行

為
の
標
準
賠
償
額
を
算
出
す
る
。
最
後
に
実
際
の
事
件
の
状
況
に
応
じ
て
、

裁
判
官
の
裁
量
で
、
上
下
一

O
な
い
し
二

O
%
の
範
囲
内
で
調
整
し
、
当

該
不
法
行
為
の
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
額
を
確
定
す
る
。
そ
の
際
以
下
の

点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

付
各
地
の
最
高
お
よ
び
最
低
賠
償
額
に
は
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
認

め
る
。

北法47(5・400)1604

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
他
の
論
者
に
よ
り
次
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
紛
争
発
生
地
が
辺
境
の
経
済
が
発
達
し
て
い
な

い
地
域
で
あ
れ
ば
、
わ
ず
か
数
十
元
の
賠
償
金
額
で
争
い
は
お
さ
ま
り
、

他
方
経
済
発
達
地
域
で
は
、
同
様
の
紛
争
で
も
、
数
百
元
の
賠
償
を
判
決

(
幻
)

し
で
も
被
害
者
は
判
決
に
服
し
争
い
を
お
さ
め
る
と
は
限
ら
な
い
」
。
こ

れ
は
い
わ
ば
被
害
者
の
生
活
地
の
所
得
水
準
・
物
価
水
準
を
齢
酌
事
由
に

含
め
よ
と
主
張
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

口
当
事
者
の
経
済
状
況
に
よ
り
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
。

一
般
に
は
、
当
事
者
の
経
済
状
況
は
加
害
者
処
罰
の
標
準
と
は
な
り
得

な
い
。
し
か
し
、
判
決
の
目
的
は
執
行
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
加

害
者
の
資
力
に
応
じ
た
賠
償
額
を
判
決
す
べ
き
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て

は
月
額
あ
る
い
は
年
額
の
分
割
払
い
を
も
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
加
害
者
が
判
決
の
賠
償
額
を
支
払
え
な
い
場
合
に
は
「
法
院
の
威
信

に
も
か
か
わ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
当
事
者
の
資
力
を
問
題
と
す
る
の
は
、

事
件
の
現
実
的
な
解
決
を
目
指
す
と
と
も
に
、
法
院
の
「
面
子
」
を
重
ん

じ
る
と
い
う
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

日
当
事
者
の
身
分
に
よ
る
ち
が
い
。

公
民
間
の
不
法
行
為
か
、
あ
る
い
は
法
人
・
企
業
と
公
民
の
問
か
を
区
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別
す
る
。

四
時
期
に
よ
る
ち
が
い
。

経
済
発
展
が
著
し
い
中
国
に
お
い
て
は
、
同
一
地
域
に
お
い
て
も
、
時

期
的
に
そ
の
所
得
の
格
差
が
甚
だ
し
い
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
論
者
は
明
確
に
は
し
て
い
な
い
が
、
事
件
発
生

時
で
は
な
く
判
決
時
の
所
得
水
準
を
酪
酌
し
て
金
額
を
決
定
せ
よ
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
ま
た
所
得
水
準
・
物
価
水
準
を
掛
酌
事
由
に
含

め
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
述
の
「
各
地
の
最
高
お
よ
び

最
低
賠
償
額
に
は
格
差
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
の
が
い
わ
ば
横
の

所
得
水
準
・
物
価
水
準
を
餌
酌
す
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
縦
の
所
得
水

準
・
物
価
水
準
を
掛
酌
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ

る
「
中
間
最
高
額
L

を
請
求
し
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
は

し
な
し
。

回
行
為
者
に
不
法
行
為
に
よ
る
利
益
を
得
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

賠
償
額
は
加
害
者
が
得
た
利
益
と
同
等
か
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
い
場
合
は
差
額
を
国
庫
に
納
め
る
。

同
加
害
者
の
不
法
行
為
後
の
態
度
お
よ
び
被
害
者
の
態
度
を
考
慮
す
る
。

こ
の
説
は
、
数
式
を
用
い
て
賠
償
額
を
算
定
す
る
と
し
た
点
が
、
他
の

説
に
比
し
て
非
常
に
特
徴
的
で
あ
り
、
論
者
自
身
科
学
的
方
法
と
自
負
し

(
似
)
(
町
四
)

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
賠
償
金
額
の
「
係
数
」
と
は
い
っ
た
い

何
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
各
地
の
平
均
賠
償
額
も
い
っ
た
い

何
を
根
拠
に
導
き
出
す
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
説
は
一
見
科
学
的
・
合
理
的
算
定
方
法
に
見
え
る
が
、
実
際
に
運
用

す
る
に
は
多
く
の
問
題
を
抱
え
た
方
法
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

C

「
等
価
賠
償
」
あ
る
い
は
「
相
当
な
賠
償
」
の
い
ず
れ
と
も
判
じ
が

た
い
説
「
等
価
賠
償
」
あ
る
い
は
「
相
当
の
賠
償
L

い
ず
れ
と
も
明
言
し
て
は

い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
「
完
全
賠
償
」
の
前
提
に
は
立
っ
て
い
な
い
齢

酌
事
由
に
関
す
る
説
と
し
て
は
次
の
も
の
が
あ
る
。

(
M山
)

第
一
の
説
は
、
対
象
を
人
身
損
害
事
故
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
ま
ず
当
該
事
件
に
お
い
て
被
害
者
に
障
害
が
残
っ
た
場
合
と
死

亡
し
た
場
合
と
を
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
被
害
者
に
障
害
が
残
っ
た

場
合
の
精
神
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
加
害
者
の
過
失
の
程
度
、
不
法
行

為
の
具
体
的
情
状
、
当
事
者
の
経
済
状
況
、
負
傷
の
程
度
、
障
害
の
程
度
、

社
会
的
影
響
、
被
害
者
の
年
齢
お
よ
び
職
業
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
、
金

額
を
算
定
す
る
。
ま
た
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
死
者
の
家
庭
内

に
お
け
る
地
位
、
遺
族
と
の
関
係
、
負
傷
の
程
度
、
当
事
者
の
経
済
的
状

況
等
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
金
額
を
算
定
す
る
。
こ
の
説
は
も
っ
ぱ
ら
人

身
侵
害
の
際
の
算
定
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
が
、

そ
の
具
体
的
な
齢
酌
事
由
は
他
の
説
と
大
差
な
い
。

北法47(5・401)1605
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第
二
の
説
は
、
第
一
の
説
と
は
異
な
り
、
そ
の
対
象
を
人
身
損
害
事
故

に
限
定
し
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
「
各
種
の
相
関
係
す
る
要
素
を
総
合

的
に
考
慮
す
る
一
と
い
う
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
原
則
に
含
ま
れ
る

(
閉
山
)

以
下
の
要
素
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
刊
加
害
者
の
主
観
的
な
過

失
の
程
度
。
同
加
害
者
の
得
た
利
益
の
多
少
お
よ
び
不
法
行
為
が
利
益
を

得
る
目
的
か
ら
で
た
も
の
か
否
か
。
付
加
害
者
の
事
後
の
態
度
。
同
加
害

者
の
経
済
状
況
。
同
被
害
者
の
損
害
の
程
度
と
事
後
の
諒
解
の
程
度
。
山
門

不
法
行
為
時
の
社
会
状
況
(
当
時
の
経
済
発
展
状
況
、
た
と
え
ば
物
価
、

給
与
、
公
民
の
収
入
状
況
お
よ
び
当
時
の
文
化
思
想
意
識
の
発
展
状
況
、

た
と
え
ば
人
々
の
不
法
行
為
に
対
す
る
社
会
的
評
価
を
含
む
)
。

以
上
の
よ
う
に
、
賠
償
額
を
算
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
制
町
酌
す
べ
き
事

由
を
何
に
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
争
い
は
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
内
容
自
体
は
各
論
者
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
結

局
以
上
の
酪
酌
事
由
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
賠
償
額
を
「
等
価
賠
償
」
も
し

く
は
「
等
価
賠
償
」
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
被
害
者
の

被
っ
た
損
害
と
「
相
当
な
賠
償
」
で
よ
い
と
す
る
の
か
と
の
違
い
だ
け
で

あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

②
算
定
さ
れ
た
賠
償
額
に
上
限
も
し
く
は
下
限
を
設
け
る
か
否
か
に
つ

い
て
の
論
争

以
上
か
ら
算
定
さ
れ
た
金
額
に
関
し
て
、
こ
れ
を
一
定
範
囲
内
に
制
限

す
る
か
否
か
に
つ
い
て
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
も
の
は
、
さ

ら
に
二
定
限
度
額
以
下
に
賠
償
金
額
を
抑
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
上

北法47(5・402)1606

限
説
」
、
一
定
限
度
額
以
上
の
賠
償
金
を
給
付
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
「
下

限
説
¥
一
定
額
以
上
、
一
定
額
以
下
の
範
囲
内
に
抑
え
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
「
一
定
範
囲
説
」
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

川
肯
定
説

賠
償
額
を
一
定
の
範
囲
内
に
抑
え
る
こ
と
を
肯
定
す
る
も
の
は
、
そ
の

理
由
と
し
て
以
下
の
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
に
、
三
定
範
囲
内
に
限
定

(
m
m
)
 

し
な
い
と
、
社
会
・
経
済
秩
序
の
安
定
に
プ
ラ
ス
と
な
ら
な
い
」
こ
と
。

こ
こ
に
い
う
「
社
会
・
経
済
秩
序
」
が
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

と
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
関
係
す
る
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

私
見
に
よ
れ
ば
、
社
会
秩
序
に
対
し
て
は
お
そ
ら
く
は
「
拝
金
主
義
」
と

の
関
係
が
、
ま
た
経
済
秩
序
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
焼
け
太
り
」
的

な
、
賠
償
に
よ
り
不
・
当
に
豊
か
に
な
る
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
念
頭
に
お
か

れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
に
、
精
神
損
害
賠
償
は
独
立
し
て
適

用
さ
れ
る
責
任
形
式
で
は
な
く
、
一
般
に
は
副
次
的
地
位
を
占
め
る
も
の

(
卯
)

で
あ
り
、
決
定
的
な
作
用
を
発
揮
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
。
第
一
二
に
、

賠
償
は
被
害
者
に
対
す
る
補
償
で
あ
る
と
同
時
に
加
害
者
に
対
す
る
制
裁

(
附
)

で
あ
る
こ
と
。
あ
ま
り
に
も
高
額
な
賠
償
金
は
加
害
者
に
対
す
る
懲
罰
的

機
能
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
考
慮
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。



中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2)

(m) 

第
四
に
、
中
国
の
「
国
情
」
に
鑑
み
る
、
す
な
わ
ち
現
在
の
経
済
水
準
か

ら
し
て
、
多
額
の
賠
償
を
命
じ
て
も
加
害
者
に
負
担
能
力
が
な
い
こ
と
。

a
上
限
説

「
上
限
説
」
は
「
最
高
額
を
五

O
O
元
か
ら
一

0
0
0
元
と
し
、
加
害

者
が
法
人
お
よ
び
社
会
組
織
の
場
合
は
こ
れ
よ
り
も
高
額
の
賠
償
を
認
め

(m) 

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
こ
の
説
は
特
に
加
害
者
の
賠
償
能
力
に
力

点
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
法
人
が
加
害
者
で
あ
っ
た
場
合
、

限
度
額
よ
り
も
高
額
の
賠
償
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
ま
た
、

こ
の
論
者
は
人
身
事
故
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
他
の
著
作
に
お
い
て
、
中

国
の
「
国
情
」
に
鑑
み
、
被
害
者
に
賠
償
能
力
が
な
い
こ
と
か
ら
、
無
制

(
郎
)

限
の
賠
償
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
同
じ
「
上
限
説
」
で
も
、
具
体
的
な
金
額
を
も
っ
て
上
限
と
す
る

の
で
は
な
く
、
被
害
者
の
一
定
期
間
の
収
入
を
そ
の
限
度
と
す
る
説
が
あ

る
。
そ
こ
で
は
賠
償
金
額
は
「
障
害
の
場
合
に
は
障
害
者
の
六
カ
月
の
収

入
総
額
を
限
度
と
し
、
死
亡
の
場
合
に
は
死
者
の
生
前
二
一
カ
月
の
収
入

(
削
)

総
額
を
限
度
と
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は

「
国
情
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
先
に
述
べ

た
と
こ
ろ
の
「
上
限
説
」
の
理
由
お
よ
び
旧
来
か
ら
の
実
務
(
労
働
保
険

条
例
等
)
に
鑑
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

b
下
限
説

寸
下
限
説
」
は
、
ま
ず
賠
償
金
額
算
定
に
際
し
て
は
「
物
価
、
給
与
水

準
の
不
断
の
変
動
を
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
こ
と
か
ら
、
「
上
限

の
確
定
は
不
必
要
か
つ
不
可
能
で
あ
る
」
と
し
て
、
上
限
説
を
批
判
す
る
。

そ
の
上
で
「
精
神
損
害
の
大
小
に
か
か
わ
ら
ず
、
賠
償
金
額
は
五

O
O
元

(
邸
)

を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
は
一
定

額
に
達
し
て
い
な
け
れ
ば
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
懲
罰
性
の
機

能
が
発
揮
さ
れ
な
い
こ
と
、
お
よ
び
一
定
額
以
下
の
場
合
は
精
神
損
害
に

対
す
る
金
銭
賠
償
が
象
徴
的
な
機
能
し
か
果
た
さ
な
い
こ
と
、
加
え
て
一

定
額
以
下
の
場
合
に
は
被
害
者
に
対
す
る
補
償
・
満
足
に
は
な
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
五

O
O
元
の
下
限
額
が
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る。
C

一
定
範
囲
説

「
一
定
範
囲
説
」
は
、
「
賠
償
金
額
の
確
定
は
適
当
な
額
を
確
定
し
得
る

の
み
で
あ
り
、
法
外
な
金
額
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
、

「
適
当
な
補
償
」
を
給
付
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
こ
に
い

う
「
適
当
」
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
「
精
神
損
害
賠
償
の

金
額
は
高
額
す
ぎ
ず
低
額
す
ぎ
ず
、
一
般
に
は
数
十
元
か
ら
千
元
以
下
に

(
胤
)

抑
制
さ
れ
る
」
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
二
点
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
数
元
か
ら
数
十
元
と
金
額
が
低
い
場
合
に
は
、

象
徴
性
な
賠
償
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
被
害
者
の
慰
謝
お
よ
び
不
法
行
為
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の
抑
制
と
い
う
目
的
に
合
致
し
な
い
。
第
二
に
、

額
が
高
い
場
合
に
は
、
加
害
者
に
対
す
る
懲
罰
性
を
著
し
く
強
調
す
る
こ

と
に
な
り
、
「
人
格
の
商
品
化
」
の
き
ら
い
が
あ
る
と
同
時
に
、
裁
判
後

の
判
決
執
行
の
困
難
等
の
具
体
的
問
題
を
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ

ら
の
理
由
お
よ
ぴ
当
該
事
件
に
お
け
る
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
し
て
、

「
情
に
か
な
い
理
に
か
な
い
、
ま
た
法
に
か
な
っ
て
お
り
(
原
語
「
合
情
、

合
理
、
合
法
」
)
、
か
つ
当
時
者
双
方
が
法
に
し
た
が
い
訴
訟
を
終
結
さ
せ

よ
う
と
い
う
目
的
さ
え
有
せ
ば
」
、
そ
の
金
額
は
基
本
的
に
「
適
当
」
な

(
問
)

額
に
達
し
た
と
み
な
す
と
い
う
。

一0
0
0元
以
上
と
金

こ
の
よ
う
に
、
賠
償
金
額
を
一
定
の
範
聞
に
抑
え
る
と
い
う
説
は
、
主

に
「
適
当
な
賠
償
額
」
を
劃
酌
事
由
に
含
め
る
説
で
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
適
当
な
賠
償
額
」
と
は
、
個
別
具
体
的
な
事
件
に
お

け
る
「
適
当
な
賠
償
額
」
で
は
な
く
、
一
般
的
な
「
適
当
な
賠
償
額
」
を

指
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
論
に
関
し
て
は
、

「
適
当
な
賠
償
額
」
の
原
則
に
「
必
要
な
範
囲
で
現
状
を
打
破
す
る
」
の

原
則
を
加
味
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る

い
は
加
害
者
の
資
力
を
劃
酌
事
由
と
す
べ
き
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

そ
の
補
強
材
料
と
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

凶
否
定
説

他
方
、
「
慰
謝
料
の
標
準
化
等
の
基
準
の
固
定
で
一
切
の
複
雑
多
変
な

事
件
の
賠
償
金
額
を
算
定
す
る
こ
と
は
非
科
学
的
で
あ
る
」
と
し
て
肯
定

説
を
批
判
し
、
前
述
の
島
酌
事
由
か
ら
算
定
さ
れ
た
金
額
を
賠
償
金
額
と

(
蹴
)

す
べ
き
で
あ
る
と
の
説
が
存
在
す
る
。
あ
る
い
は
、
賠
償
額
を
一
定
範
囲

に
固
定
す
る
こ
と
は
、
「
適
当
で
は
な
く
、
ま
た
非
科
学
的
で
あ
る
」
と

批
判
し
、
実
際
の
事
件
の
状
況
お
よ
び
「
公
平
、
『
合
理
』
(
理
に
か
な
っ

た
、
の
意
)
、
合
法
の
原
則
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
か
ら
実
際
の
賠
償
額
を

(
問
)

確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
説
も
存
在
す
る
。
ま
た
、
他
の
論
者
は
次
の
よ

う
に
い
う
。
「
精
神
損
害
賠
償
額
に
つ
い
て
は
、
国
の
規
定
が
あ
る
場
合
(
た

と
え
ば
労
災
事
故
の
『
撫
岨
金
』
等
)
は
、
そ
の
規
定
に
し
た
が
う
。
国

の
規
定
は
な
い
も
の
の
、
類
似
し
た
状
況
に
つ
い
て
の
規
定
が
存
在
す
る

場
合
に
は
、
当
該
規
定
を
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
の
規
定
も
な

く
、
さ
ら
に
参
考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
規
定
も
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
事
由
を
総
合
的
に
掛
酌
し
て
賠
償
額
を
算
定
す
る
」
(
括
弧
は

(
川
)

引
用
者
)
。
前
述
の
数
式
を
も
っ
て
賠
償
金
額
を
算
定
す
る
と
い
う
説
も
、

論
者
は
明
言
し
て
い
な
い
が
、
否
定
説
の
ひ
と
つ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き

よ、つ。

北法47(5・404)1608

こ
れ
ら
否
定
説
の
根
底
に
は
、
等
価
賠
償
あ
る
い
は
可
能
な
限
り
等
価

賠
償
に
近
づ
け
よ
う
と
の
考
え
が
流
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
説
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
加
害
者
に
対
す
る
懲

罰
的
機
能
よ
り
は
む
し
ろ
、
被
害
者
に
対
す
る
補
償
的
機
能
を
重
視
し
て



中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2)

い
る
と
い
え
る
。

以
上
、
賠
償
金
額
算
定
に
関
す
る
議
論
を
概
観
し
た
。
学
説
に
お
い
て

は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
現
時
点
で
は
「
適
当
な
賠
償
額
」
の
原
則
に
も
と

づ
い
て
、
二
疋
範
囲
内
に
賠
償
額
を
制
限
す
る
立
場
が
有
力
の
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
改
革
開
放
政
策
実
施
以
降
、
と
り
わ
け
こ
こ
数
年
来
の
急

激
な
物
価
上
昇
と
い
う
状
況
下
に
お
い
て
は
、
賠
償
金
額
を
一
定
範
囲
内

に
制
限
す
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
現
に
、
何
人

(
川
)

か
の
学
者
は
賠
償
金
額
が
あ
ま
り
に
も
低
す
ぎ
る
点
を
非
難
し
て
お
り
、

今
後
学
説
の
主
流
は
制
限
を
否
定
す
る
方
向
に
流
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ

る。

第

四

節

小

括

本
章
で
は
、
改
革
開
放
政
策
実
施
以
降
の
「
萌
芽
期
」
に
お
け
る
、
中

国
に
お
け
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
動
き
を
概
観
し
た
。

こ
の
時
期
の
特
徴
の
第
一
点
は
、
法
制
建
設
の
強
化
に
よ
り
、
実
質
的

に
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
撫
価
費
」
の

規
定
を
有
す
る
法
律
が
制
定
・
公
布
・
施
行
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
、
か
つ
て
は
「
撫
他
費
」
の
給
付
は
労
働
災
害
に
よ
る
死
亡
も
し

く
は
障
害
、
お
よ
び
交
通
事
故
に
よ
る
死
亡
に
限
定
さ
れ
て
い
た
が
、
鉄

道
事
故
・
食
中
毒
等
の
食
品
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
死
亡
事
故
に
対
し
て
も

給
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
今
日
の
中
国
の
学
者
の
中
に
は
、

こ
の
時
期
に
制
定
・
公
布
・
施
行
さ
れ
た
水
路
客
運
事
故
に
お
け
る
金
銭

給
付
、
お
よ
び
そ
の
他
保
険
約
款
に
も
と
づ
く
保
険
金
給
付
を
精
神
損
害

に
対
す
る
金
銭
賠
償
と
と
ら
え
て
い
る
者
も
お
り
、
「
撫
他
費
」
の
給
付

範
囲
は
「
萌
芽
期
」
に
お
い
て
急
速
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
「
撫
悩
費
」
の
適
用
範
囲
の
拡
大
化
は
、
文
化

大
革
命
の
「
歴
史
の
深
刻
な
経
験
の
総
括
」
と
も
相
ま
っ
て
中
国
法
学
界

を
っ
き
動
か
し
、
「
否
定
期
」
に
お
け
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

否
定
説
か
ら
方
向
を
一
八

O
度
転
換
し
、
肯
定
説
へ
の
流
れ
に
つ
な
が
っ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
は
民
法
通
則
第
一
二

O
条
が
規
定
さ
れ
る

こ
と
で
ひ
と
つ
の
大
き
な
結
果
を
見
る
の
で
あ
る
。

通
則
第
一
二

O
条
は
そ
の
適
用
範
囲
を
姓
名
権
・
山
門
像
権
・
名
誉
権
・

栄
誉
権
お
よ
び
法
人
の
名
称
権
・
名
誉
権
・
栄
誉
権
に
限
定
し
、
ま
た
「
あ

わ
せ
て
損
失
の
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
暖
昧
な
表
現
と
し

て
い
る
が
、
民
事
関
係
全
般
を
規
律
す
る
民
法
通
則
に
、
明
文
を
も
っ
て

規
定
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
。
し
か
し
、
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
が
暖

昧
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
施
行
直
後
か
ら
向
条
を
め
ぐ
っ
て
か
な
り
活
発
な

議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
お
よ
び
同
条
を

め
ぐ
る
議
論
を
突
破
口
に
、
こ
の
後
、
中
国
に
お
い
て
は
精
神
損
害
に
対

す
る
金
銭
賠
償
の
適
用
範
囲
を
な
お
一
層
拡
大
す
る
方
向
に
動
い
て
い
く
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の
で
あ
る
。

次
章
で
は
、
通
則
施
行
か
ら
一
九
九
四
年
に
「
消
費
者
権
利
利
益
保
護

法
」
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
、
中
国
に
お
け
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭

賠
償
の
動
向
を
検
討
す
る
。

キ
+
ム

(
1
)
苗
国
康
「
精
神
損
害
賠
償
初
探
」
政
法
論
壇
一
九
八
七
年
第
四
期

三
四
頁
で
は
、
反
対
派
の
抵
抗
に
あ
っ
た
と
の
簡
単
な
記
述
が
見

ら
れ
る
。

(
2
)
孫
小
平
「
八
民
法
通
則

V
理
論
与
実
践
学
術
研
討
会
観
点
概
述
」

法
学
評
論
一
九
八
八
年
第
一
期
八
七
頁
、
余
延
満
「
我
国
八
民
法

通
則

V
併
未
規
定
精
神
損
害
賠
償
制
度
|
|
人
民
法
通
則

V
第
一

二
O
条
新
解
」
法
学
評
論
一
九
九
二
年
第
三
期
二
五
頁
参
照
。

(
3
)

一
九
九
三
年
一

O
月
三
二
日
第
八
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務

委
員
会
第
四
回
会
議
採
択
、
向
日
公
布
、
一
九
九
四
年
一
月
一
日

施
行
。

(
4
)
同
法
制
定
に
た
ず
さ
わ
ら
れ
た
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員

会
法
律
委
員
会
委
員
、
中
国
社
会
科
学
院
法
学
研
究
所
教
授
、
王

家
福
氏
の
、
一
九
九
五
年
二
一
月
九
日
北
海
道
大
学
法
学
部
に
お

け
る
ご
教
示
に
よ
る
。

(
5
)
終
柔
他
主
編
『
民
法
概
論
』
(
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一
九
八

二
年
)
三

O
五
頁
、
同
『
民
法
原
理
』
(
法
律
出
版
社
、
一
九
八
三

年
)
二
二
三
頁
、
余
延
満
・
前
掲
註

(
2
)
二
六
頁
。

(
6
)
余
延
満
・
前
掲
註

(
2
)
二
八
頁
。

(
7
)
曹
康
・
前
掲
註

(
1
)
三
四
頁
。

(
8
)
古
田
康
・
前
掲
註

(
l
)
三
四
頁
。

(
9
)
曹
康
・
前
掲
註

(
1
)
二
一
四
頁
。

(
叩
)
中
華
人
民
共
和
国
最
高
人
民
法
院
公
報
一
九
九
三
年
第
三
期
一

O
二
l
一二頁。

(
日
)
民
法
通
則
第
二
二
四
条
「
民
事
責
任
の
引
受
の
方
式
の
主
要
な

も
の
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

ω侵
害
の
停
止
。
同
妨
害
の
除
去
。

同
危
険
の
除
去
。
凶
財
産
の
返
還
。
川
原
状
の
回
復
。
刷
修
理
・

再
制
作
・
交
換
。
間
損
失
の
賠
償
。
附
違
約
金
の
支
払
。
倒
影
響

の
除
去
・
名
誉
の
回
復
。
側
謝
罪
。
以
上
の
民
事
責
任
の
引
受
の

方
式
は
、
単
独
で
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
併
合
し
て
適
用

す
る
こ
と
も
で
き
る
。
人
民
法
院
は
民
事
事
件
を
審
理
し
、
上
述

の
適
用
を
除
く
ほ
か
に
、
更
に
訓
戒
を
与
え
・
誓
約
書
を
書
く
こ

と
を
命
じ
・
不
法
活
動
に
用
い
た
財
物
と
不
法
所
得
の
没
収
を
す

る
こ
と
が
で
き
、
あ
わ
せ
て
法
律
の
規
定
に
し
た
が
い
罰
金
・
拘

留
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

(
ロ
)
人
格
権
、
人
身
権
概
念
に
つ
い
て
は
、
本
稿
寸
は
じ
め
に
」
註

(
2
)

参
照
。

(
日
)
以
下
本
稿
に
い
う
「
自
由
権
」
は
人
身
と
密
接
不
可
分
な
自
由

を
享
受
す
る
私
権
を
指
す
(
『
法
学
詞
典
・
第
三
版
』
(
上
海
辞
書

出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
一
四
頁
)
。
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(
日
)
王
利
明
『
人
格
権
法
新
論
』
(
吉
林
人
民
出
版
社
、

六
七
二
頁
他
。

(
日
)
『
中
華
人
民
共
和
国
法
律
全
書
』
(
土
口
林
人
民
出
版
社
、

九
年
)
三
五
九
頁
。

(
凶
)
陳
漢
章
「
浅
論
人
身
権
」
中
外
法
学
一
九
八
六
年
第
四
期
二
一
頁
、

劉
保
玉
「
精
神
損
害
的
賠
償
問
題
探
討
」
法
学
一
九
八
七
年
第
六

期
二
一
頁
、
王
啓
庭
「
我
国
精
神
損
害
賠
償
制
度
的
若
干
問
題
」

争
鳴
一
九
九

O
年
第
六
期
一
四
頁
、
温
世
陽
「
侵
権
損
害
賠
償
再
探
」

法
学
評
論
一
九
九
一
年
第
四
期
四
九
l
五
O
頁
、
苗
百
登
潤
「
論
我

国
精
神
損
害
賠
償
制
度
的
鉄
陥
及
其
完
善
」
法
学
与
実
践
一
九
九

三
年
第
五
期
三
三
頁
、
同
「
我
国
精
神
損
害
賠
償
制
度
的
紋
陥
及

其
完
善
」
法
学
一
九
九
三
年
第
九
期
二
六
頁
。

(
げ
)
申
政
武
「
論
人
格
権
及
人
格
損
害
的
賠
償
」
複
印
報
刊
資
料
・

法
学
一
九
九

O
年
第
四
期
七
九
頁
。

(
刊
日
)
徐
国
棟
「
精
神
損
害
賠
償
問
題
研
究
綜
述
」
河
北
法
学
一
九
八

九
年
第
六
期
二
二
貝
。
同
旨
・
劉
茂
林
寸
現
代
人
格
権
的
理
論
基

礎
和
発
展
模
式
」
複
印
報
刊
資
料
・
法
学
一
九
九
四
年
第
二
一
期

八
八
頁
。

(
印
)
王
啓
庭
「
精
神
損
害
賠
償
的
立
法
弊
端
与
立
法
建
議
」
政
法
論

壇
一
九
九
O
年
第
四
期
五
六
頁
。

(
却
)
衰
春
「
論
精
神
損
害
」
法
学
評
論
一
九
八
九
年
第
五
期
二
三
頁
。

(
幻
)
劉
茂
林
・
前
掲
註
(
刊
日
)
八
八
頁
以
下
。

(
詑
)
芦
部
信
喜
『
憲
法
叢
説
2
人
権
と
統
治
』

中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2)

(
信
山
社
、 一

九
九
四
年
)

九
}¥ 

一
九
九
五

年
)
三
九
頁
以
下
、
同
編
『
憲
法

H
人
権
川
』
(
有
斐
閣
、
一
九
七

八
年
)
二

O
五
頁
以
下
、
伊
藤
正
巳
『
憲
法
(
新
版
)
』
(
弘
文
堂
、

一
九
九

O
年
)
二
四
四
i
五
頁
参
照
。

(
お
)
挑
水
斌
「
関
於
精
神
損
害
賠
償
的
有
閑
問
題
之
我
見
」
政
法
論

壇
一
九
九
三
一
年
第
六
期
四
三
頁
な
ら
び
に
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
「
対

精
神
損
害
賠
償
的
探
討
」
中
国
法
学
一
九
九

O
年
第
六
期
一
一
一

頁
で
は
、
ご
」
の
よ
う
な
制
限
は
必
要
で
あ
る
」
と
し
て
、
積
極
的

に
制
限
列
挙
主
義
を
支
持
す
る
一
方
、
列
挙
事
項
を
ふ
や
す
べ
き

で
あ
る
と
の
認
識
を
も
示
し
て
い
る
。

(
担
)
王
啓
庭
・
前
掲
註
(
凹
)
五
六
頁
、
曹
登
潤
・
前
掲
註
(
凶
)

法
学
与
実
践
三
五
頁
、
王
啓
庭
・
前
掲
註
(
凶
)
「
争
鳴
」
一
七
i

八
頁
。
な
お
楊
立
新
「
論
労
働
能
力
喪
失
及
其
損
害
賠
償
」
政
治

与
法
律
一
九
九
四
年
第
四
期
四
二
貝
は
「
立
法
、
司
法
解
釈
、
あ

る
い
は
判
例
を
通
じ
て
」
、
「
身
体
権
、
健
康
権
、
生
命
権
侵
害
に

対
し
て
『
精
神
撫
慰
金
』
を
賠
償
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
解

釈
を
作
り
出
す
」
必
要
性
が
あ
る
と
し
、
立
法
的
解
決
に
く
わ
え

て
司
法
解
釈
お
よ
び
判
例
を
あ
げ
て
い
る
。

(
お
)
醇
虹
「
非
財
産
損
害
争
議
」
現
代
法
学
一
九
九
四
年
第
五
期
五

五
頁
。

(
出
)
醇
虹
・
前
掲
註
(
お
)
五
五
頁
。

(
幻
)
彰
旺
明
「
精
神
損
害
賠
償
及
数
額
初
探
」
法
学
評
論
一
九
八
八

年
第
二
期
六
七
j

八
頁
。
同
旨
・
王
勇
亮
「
論
精
神
損
害
補
償
的

確
定
方
法
」
複
印
報
刊
資
科
・
法
学
一
九
八
八
年
第
一
一
期
九
二
頁
。
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(
お
)
こ
こ
に
い
う
「
一
般
的
人
格
権
」
は
、
論
者
自
身
は
明
ら
か
に

し
て
い
な
い
が
、
論
者
の
他
の
著
作
(
楊
立
新
『
人
身
権
法
論
』

(
中
国
検
察
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)
六
八
七
1

九
頁
)
か
ら
、

ド
イ
ツ
法
に
い
う
「
一
般
的
人
格
権
(
且
虫
色
岡
市
自
2
ロ
m

F
5巳
月

F
E巳
凹
『

2
Z
)
」
概
念
と
同
一
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
な
お
、

ド
イ
ツ
法
の
一
般
的
人
格
権
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
博
『
人
格
権
法

の
研
究
』
(
一
粒
社
、
一
九
七
九
年
)
九
九
頁
以
下
、
五
十
嵐
清
『
人

格
権
論
』
(
一
粒
社
、
一
九
八
九
年
)
一
一
二
三
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
楊
立
新
・
予
艶
「
論
一
般
人
格
権
及
其
民
法
保
護
」
河
北
法
学

一
九
九
五
年
第
二
期
二
一
l
三
頁
。

(
初
)
楊
立
新
・
ヰ
ア
艶
・
前
掲
註
(
却
)
一
六
頁
。

(
出
)
楊
立
新
『
人
身
権
法
論
』
(
中
国
検
察
出
版
社
、
一
九
九
六
年
)

六
O
四
頁
。

(
詑
)
恋
愛
決
定
権
、
婚
約
自
主
決
定
権
、
結
婚
自
主
決
定
権
、
離
婚

自
主
決
定
権
の
四
つ
の
権
利
か
ら
な
る
。
楊
立
新
・
前
掲
註
(
訂
)

六
六
五
頁
参
照
。

(
お
)
楊
立
新
・
前
掲
註
(
幻
)
六
八
三
頁
。

(
担
)
楊
立
新
・
前
掲
註
(
訂
)
七
八
六
頁
。

(
お
)
楊
立
新
・
前
掲
註
(
出
)
七
八
六
頁
。

(
お
)
楊
立
新
・
前
掲
註
(
出
)
八
八
九
、
八
九
一
、
(
八
九
二
頁
。

(
幻
)
な
お
、
楊
立
新
・
前
掲
註
(
訂
)
七
八
六
頁
で
は
、
親
権
侵
害

に
対
し
て
は
「
通
則
第
一
二

O
条
お
よ
び
そ
の
他
の
法
律
、
法
規
、

司
法
解
釈
の
規
定
に
も
と
づ
き
、
賠
償
す
る
」
と
い
う
が
、
「
そ
の

他
の
法
律
、
法
規
、
司
法
解
釈
の
規
定
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す

か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。

(
招
)
秦
金
建
「
対
配
偶
一
方
与
第
三
人
通
姦
別
一
方
請
求
精
神
損
害

賠
償
的
探
討
」
法
学
与
実
践
一
九
九
五
年
第
一
期
一
一
一
頁
。
な
お
、

本
論
文
に
よ
れ
ば
、
旧
来
か
ら
こ
の
種
の
事
件
に
お
い
て
は
、
第

三
者
か
ら
他
方
配
偶
者
に
対
し
て
金
銭
給
付
が
な
さ
れ
て
い
た
と

い、っ。

(
却
)
妻
を
寝
取
ら
れ
た
夫
に
対
す
る
の
の
し
り
一
言
葉
。

(ω)
秦
金
建
・
前
掲
註
(
犯
)
一
一
一
頁
。

(
引
)
曹
受
潤
・
前
掲
註
(
日
)
「
法
学
与
実
践
」
三
六
頁
、
同
旨
・
劉

保
玉
・
前
掲
註
(
凶
)
一
一
一
頁
。

(
位
)
曹
登
潤
・
前
掲
註
(
国
)
「
法
学
与
実
践
」
二
六
頁
。

(
日
)
今
関
華
「
試
論
精
神
損
害
賠
償
数
額
的
確
定
問
題
」
法
学
研
究

一
九
八
九
年
第
三
期
六
五
l
六
頁
。

(
叫
)
今
関
華
・
前
掲
註
(
刊
日
)
六
五
l
六
頁
。

(
日
)
歯
日
登
潤
・
前
掲
註
(
日
)
「
法
学
」
二
六
頁
。

(
判
)
今
関
華
・
前
掲
註
(
羽
)
六
四
頁
、
銚
水
斌
・
前
掲
註
(
包
)

四
四
頁
。

(
灯
)
王
啓
庭
・
前
掲
註

(
v
m
)

「
争
鳴
」
八
八
頁
。

(
絹
)
王
啓
庭
・
前
掲
註
(
日
)
「
争
鳴
」
八
八
頁
。

(
羽
)
曹
康
・
前
掲
註

(
1
)
一二六
l
七
頁
。

(
印
)
凌
相
権
・
劉
剣
文
「
略
論
専
利
侵
権
賠
償
責
任
」
政
法
論
壇
一

九
九

O
年
第
五
期
コ
一
三
!
四
頁
。
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(
日
)
王
啓
庭
・
前
掲
註
(
凶
)
「
争
鳴
」
八
八
頁
。

(
臼
)
王
啓
庭
・
前
掲
註
(
日
)
「
争
鳴
」
八
八
頁
。

(
臼
)
楊
立
新
・
手
艶
・
前
掲
註
(
却
)
二
ニ
頁
。

(
日
)
裳
春
・
前
掲
註
(
却
)
二
五
頁
。

(
日
)
王
勇
亮
・
前
掲
註
(
幻
)
八
八
頁
。

(
日
)
王
前
生
「
精
神
損
害
賠
償
之
我
見
」
複
印
報
刊
資
料
・
法
学
一

九
九

O
年
第
一
期
九
九
l
一
O
一頁。

(
日
)
史
浩
敏
・
許
小
澗
「
精
神
損
害
賠
償
的
範
囲
及
数
額
」
法
学
雑

誌
一
九
八
八
年
第
五
期
三
三
頁
。

(
時
)
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・
前
掲
註
(
お
)
一
一
一
二
頁
。

(
印
)
史
浩
敏
・
許
小
潮
・
前
掲
註
(
日
)
一
一
一
一
一
一
盲
目
、
徐
国
棟
・
前
掲

註
(
国
)
八
九
頁
。

(
印
)
史
浩
敏
・
許
小
澗
・
前
掲
註
(
町
)
一
二
三
頁
、
徐
国
棟
・
前
掲

註
(
四
)
八
九
頁
。

(
臼
)
彰
旺
明
・
前
掲
註
(
幻
)
六
七
頁
。

(
臼
)
呂
彦
「
応
当
実
行
精
神
損
害
賠
償
制
度
」
現
代
法
学
一
九
八
八

年
第
五
期
五
三
頁
。
同
旨
・
李
偉
「
用
N

精
神
損
害
賠
償
μ

称
謂

訴
訟
糾
紛
質
疑
」
現
代
法
学
一
九
八
八
年
第
四
期
一
六
頁
。

(
臼
)
日
彦
・
前
掲
註
(
臼
)
五
三
頁
、
李
偉
・
前
掲
註
(
臼
)
二
ハ
頁
。

(
臼
)
醇
虹
・
前
掲
註
(
お
)
五
五
頁
。

(
臼
)
醇
虹
・
前
掲
註
(
お
)
五
五
頁
。

(
侃
)
楊
立
新
・
前
掲
註
(
幻
)
二
五
一
頁
は
、
こ
の
司
法
解
釈
は
法

人
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
し
て
い
る
と
と
ら
え

て
い
る
。

(
訂
)
民
法
通
則
第
九
条
。

(
印
)
王
利
明
・
前
掲
註
(
凶
)
六
七
五
頁
。
同
旨
・
挑
水
斌
・
前
掲

註
(
お
)
四
三
l
四
頁
、
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・
前
掲
註
(
お
)
一

一一

l
二
頁
。

(
的
)
王
利
明
・
前
掲
註

(H)
六
七
五
頁
。

(
刊
)
王
利
明
・
前
掲
註
(
凶
)
六
七
五
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
侯
明

光
「
論
対
死
者
名
誉
権
的
法
律
保
護
」
人
民
司
法
一
九
八
九
年
第

三
一
期
。
な
お
、
原
文
未
見
。

(η)
王
利
明
・
前
掲
註
(
U
H
)

六
七
六
頁
。

(η)
挑
水
斌
・
前
掲
註
(
幻
)
四
一
一
一
1
四
頁
、
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・

前
掲
註
(
幻
)
一
一
一

1
二
頁
。

(
ロ
)
彰
旺
明
・
前
掲
註
(
幻
)
六
七
頁
。

(
九
)
彰
旺
明
・
前
掲
註
(
幻
)
六
七
頁
。

(
同
)
前
掲
註
(
日
)
の
各
論
文
は
、
「
公
民
の
姓
名
権
、
肖
像
権
、
名

誉
権
、
栄
誉
権
お
よ
び
法
人
の
名
称
権
、
名
誉
権
、
栄
誉
権
が
侵

害
さ
れ
た
場
合
に
限
り
」
と
記
述
し
て
い
る
。

(
河
)
王
例
郷
「
試
論
公
民
自
像
権
的
法
律
保
護
」
政
法
論
壇
一
九
八

七
年
第
五
期
六
六
頁
。

(
打
)
王
例
郷
・
前
掲
註
(
苅
)
六
六
頁
。

(
待
)
挑
水
斌
・
前
掲
註
(
お
)
四
一
一
一
l
凶
頁
、

前
掲
註
(
お
)
一
一
一

i
二
頁
。

(
乃
)
彰
旺
明
・
前
掲
註
(
幻
)
六
七
頁
。

王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・
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(
加
)
務
虹
・
前
掲
註
(
お
)
五
四
頁
。

(
剖
)
前
掲
註
(
日
)
三
六
O
頁。

(
位
)
前
掲
註
(
叩
)
一

O
三
頁
。

(
出
)
王
岱
華
「
精
神
損
害
賠
償
綜
述
L

複
印
報
刊
資
料
・
法
学
一
九

八
八
年
第
一

O
期
九

O
頁。

(
剖
)
裳
春
・
前
掲
註
(
却
)
二
五
頁
。

(
部
)
今
関
華
・
前
掲
註
(
刊
日
)
六
五
l
六
頁
、
桃
水
斌
・
前
掲
註
(
幻
)

四
五
頁
。

(
部
)
王
前
生
・
前
掲
註
(
日
)
一

O
O
頁。

(
町
)
民
法
通
則
第
二
二
二
条
「
当
事
者
の
双
方
に
損
害
の
発
生
に
対

し
て
故
意
或
い
は
過
失
が
な
い
場
合
に
は
、
実
際
の
状
況
に
も
と

づ
い
て
、
当
事
者
が
民
事
責
任
を
分
担
す
る
」
。

(
部
)
民
法
通
則
第
二
三
二
条
「
民
事
行
為
無
能
力
者
・
民
事
行
為
制

限
能
力
者
が
他
人
に
損
害
を
被
ら
せ
た
と
き
は
、
監
護
人
が
民
事

責
任
を
引
き
受
け
る
。
監
護
人
が
責
任
を
尽
く
し
た
と
き
は
、
適

当
に
そ
の
者
の
民
事
責
任
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
以
下
省

略)」。

(
的
)
曹
康
・
前
掲
註

(
l
)

一
二
五
頁
以
下
。

(
卯
)
王
勇
亮
・
前
掲
註
(
幻
)
九
一
頁
以
下
。

(
引
)
し
か
し
、
こ
こ
で
は
「
係
数
の
平
均
賠
償
額
」
が
い
っ
た
い
何

を
指
す
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。

(
位
)
王
前
生
・
前
掲
註
(
日
)
一

O
O頁
以
下
。

(
回
)
同
旨
・
李
宝
明
・
任
樹
生
「
浅
談
公
民
精
神
損
害
的
物
質
賠
償
」

複
印
報
刊
資
料
・
法
学
一
九
八
七
年
第
一

O
期
四
七
頁
は
こ
の
点

を
叫
酌
事
由
に
あ
げ
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
第

一
に
、
「
法
人
も
し
く
は
組
織
が
不
法
行
為
の
主
体
と
な
っ
た
場
合

は
、
公
民
間
に
お
け
る
そ
れ
よ
り
も
社
会
的
影
響
が
重
大
で
あ
る
」

こ
と
。
第
二
に
「
有
名
人
も
し
く
は
報
道
機
関
が
主
体
の
場
合
に
は
、

公
民
が
そ
の
主
体
で
あ
る
場
合
よ
り
も
影
響
が
大
き
い
」
こ
と
。

ゆ
え
に
「
被
害
者
の
身
分
、
地
位
も
ま
た
精
神
損
害
に
ニ
疋
の
関

連
性
を
有
し
、
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
」
と
結
論
e

つ
け
る
。

(
悦
)
王
勇
亮
・
前
掲
註
(
幻
)
九
三
頁
。

(
町
)
計
算
式
を
用
い
た
「
科
学
的
」
な
賠
償
額
算
定
方
式
と
し
て
は
、

楊
立
新
・
前
掲
註
(
幻
)
二
七

0
1
一
頁
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
問
)
李
道
峰
「
海
上
人
身
傷
亡
損
害
賠
償
中
的
幾
個
問
題
」
法
学
一

九
九
三
年
第
一
期
二
七
頁
。

(
引
)
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・
前
掲
註
(
幻
)
-
一
三
J
四
頁
。

(
路
)
王
例
郷
・
前
掲
註
(
河
)
六
五

1
六
頁
。

(
的
)
今
関
華
・
前
掲
註
(
位
)
六
五
j
六
頁
。

(
剛
)
哀
春
・
前
掲
註
(
加
)
二
五
頁
。
同
旨
・
今
関
華
・
前
掲
註
(
M
M
)

六
五
l
六
頁
。

(
肌
)
李
道
峰
・
前
掲
註
(
何
)
二
七
頁
。

(
即
)
楊
立
新
『
侵
権
損
害
賠
償
』
(
吉
林
人
民
出
版
社
、

二
二
七
頁
。

(
問
)
楊
立
新
・
前
掲
註
(
判
的
)
四
一
頁
。

(
胤
)
李
道
峰
・
前
掲
註
(
何
)
二
七
頁
。
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(
問
)
衰
春
・
前
掲
註
(
却
)
二
五
頁
。

(
附
)
今
関
華
・
前
掲
註
(
刊
日
)
六
五

l
六
頁
。
同
旨
・
王
前
生
・
前

掲
註
(
日
)
一

O
O
頁
以
下
。

(
削
)
今
関
華
・
前
掲
註
(
川
町
)
六
五
l
六
頁
。

(
朋
)
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・
前
掲
註
(
お
)
一
一
一
一
一

1
四
頁
。

(
朋
)
劉
岐
山
主
編
『
民
法
問
題
新
探
』
(
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
、

一
九
九

O
年
)
二
九
一
頁
。

(
国
)
終
柔
『
中
国
民
法
』
(
法
律
出
版
社
、
一
九
九

O
年
)
五
九
五
頁
。

(
山
)
た
と
え
ば
、
王
啓
庭
・
前
掲
註
(
日
)
「
争
鳴
」
一
七
頁
で
は
、

た
か
が
数
十
元
の
賠
償
額
で
は
「
問
題
に
な
ら
な
い
」
と
表
現
し

て
い
る
。

第
三
章
「
発
展
期
」
|
|
民
法
通
則
制
定
か
ら
消
費

者
権
利
利
益
保
護
法
制
定
ま
で
(
一
九
八
六
l
九
四
年
)

第

節

民
法
通
則
制
定
以
降
の
中
国
社
会
の
変
化

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
一
一
期
三
中
全
会
で
改
革
開
放
政
策
の
実
施
が

決
定
さ
れ
、
ま
た
一
二
期
コ
一
中
全
会
で
「
改
革
開
放
」
が
一
層
押
し
進
め

ら
れ
、
中
国
は
「
社
会
主
義
商
品
経
済
社
会
」
に
突
入
し
た
。

そ
の
後
一
九
八
七
年
一

O
月
の
中
国
共
産
党
第
一
三
回
大
会
で
「
ひ
と

つ
の
中
心
、
ふ
た
つ
の
基
本
点
」
す
な
わ
ち
、
「
経
済
建
設
を
中
心
に
、

四
つ
の
基
本
原
則
を
堅
持
し
、
改
革
開
放
を
堅
持
す
る
」
こ
と
を
今
後
の

党
の
基
本
路
線
と
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
党
大
会
で
は

「
社
会
主
義
初
級
段
階
論
」
を
党
の
理
論
的
支
柱
と
し
て
承
認
し
た
。
こ

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
国
は
す
で
に
社
会
主
義
の
制
度
確
立
を
終
了

し
て
い
る
が
、
し
か
し
ま
だ
そ
の
初
級
段
階
に
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
寸
社
会
主
義
初
級
段
階
論
」
を
、
本
稿
に
関
係
す
る
範
囲
で
具

体
的
な
政
策
に
反
映
し
た
も
の
が
、
以
下
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
全

人
民
・
集
団
所
有
を
含
む
公
有
制
を
主
に
、
多
様
な
所
有
制
経
済
主
体
の

共
存
を
認
め
る
。
そ
の
結
果
、
私
営
企
業
あ
る
い
は
個
人
事
業
者
が
一
気

に
増
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
第
二
に
、
労
働
に
応
じ
た
分
配
を
主
に
、

多
様
な
分
配
形
式
を
容
認
す
る
。
私
営
企
業
者
の
経
営
収
入
な
ど
か
つ
て

は
「
搾
取
」
と
み
な
さ
れ
、
否
定
さ
れ
て
い
た
分
配
形
式
が
こ
れ
に
よ
り

正
当
化
さ
れ
た
。

こ
れ
に
く
わ
え
、
対
外
開
放
の
一
層
の
促
進
を
し
た
た
め
、
投
資
・
消

費
の
加
熱
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
、
「
拝
金
主
義
L

(

原
語
「
向

銭
看
」
)
、
「
金
銭
万
能
主
義
」
等
が
世
間
で
盛
ん
に
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
後
一
九
八
九
年
か
ら
九
一
年
に
か
け
て
、
い
わ
ゆ
る
調
整
期
に
は
い

っ
た
こ
と
、
ま
た
一
九
八
九
年
六
月
四
日
の
「
天
安
門
事
件
」
に
よ
り
海

外
か
ら
の
投
資
が
一
時
足
踏
み
状
態
と
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
投
資
・
消

北法47(5・411)1615 
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費
の
加
熱
は
一
時
は
沈
静
化
に
む
か
う
か
に
恩
わ
れ
た
。

し
か
し
、
一
九
九
二
年
春
の
い
わ
ゆ
る
郡
小
平
の
「
南
巡
講
話
」
を
き

っ
か
け
と
し
て
、
再
度
改
革
開
放
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

同
年
三
月
に
は
憲
法
第
一
五
条
を
改
正
し
、
社
会
主
義
市
場
経
済
の
実
行

を
宣
言
し
、
実
質
上
計
画
経
済
の
放
棄
を
決
定
し
た
。
さ
ら
に
同
年
一

O

月
の
中
国
共
産
党
第
一
四
聞
大
会
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会
主
義
市
場
経

済
」
へ
シ
ス
テ
ム
を
転
換
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
九
三

年
二
一
月
の
一
四
期
三
中
全
会
で
は
、
「
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
建
設

の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
意
見
」
を
採
択
し
、
諸
改
革
の
具
体
的
方
法
が

(
2
)
 

決
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
「
発
展
期
」
、
と
り
わ
け
九
二
年
以

降
の
経
済
体
制
改
革
の
中
心
は
、
固
有
企
業
改
革
、
賃
金
・
住
宅
・
社
会

保
障
の
改
革
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
「
糧
票
」
(
主
食
配
給
切
符
)
等

の
配
給
制
度
の
全
面
的
廃
止
、
個
人
経
営
企
業
の
登
場
、
全
人
民
所
有
制

企
業
の
経
営
悪
化
、
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
単
位
社
会
」
の
崩
壊
が
現
実

の
も
の
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

を
否
定
す
る
理
論
的
根
拠
の
背
景
に
あ
っ
た
「
単
位
社
会
」
に
よ
る
社
会

保
障
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
を
意
味
し
、
脱
社
会
主
義
が
本
格
化
し
て
き
た
こ

と
を
示
す
。

以
上
の
変
化
が
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
に
関
す
る
法
規
定
に
与

え
た
影
響
を
、
次
節
で
検
討
す
る
。

北法47(5・412)1616

第
一
一
節

法
規
定
の
動
向
と
法
実
務

「
発
展
期
」
に
お
い
て
は
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
実
質
上

認
め
た
と
解
釈
し
う
る
、
重
要
な
規
定
を
有
す
る
法
律
が
い
く
つ
か
制
定

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す

る
(
第
四
節
)
。

他
方
、
こ
の
時
期
に
公
布
さ
れ
た
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
に
関

す
る
規
定
を
有
す
る
可
法
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
も
の
が
あ
げ
ら
れ

る
。
①
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
拡
大
に
関
し
て
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
l

権
を
そ
の
範
囲
に
含
め
る
と
し
た
「
『
通
則
』
意
見
」
(
第
二
章
第
一
節
お

よ
び
同
章
第
三
節
参
照
)
。
②
死
者
の
名
誉
権
侵
害
に
関
す
る
一
九
八
九

年
四
月
二
一
日
の
最
高
人
民
法
院
「
死
者
の
名
誉
権
は
法
律
上
の
保
護
を

(
3
)
 

受
け
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
関
す
る
書
簡
」
(
「
関
於
死
亡
人
的
名
誉
権
応

受
法
律
保
護
的
函
」
。
な
お
、
詳
細
は
第
四
章
第
一
節
参
照
)
。
③
通
則
第

一二

O
条
に
い
う
「
損
失
」
が
精
神
損
害
で
あ
る
と
し
た
、
一
九
九
三
年

六
月
一
五
日
の
最
高
人
民
法
院
裁
判
委
員
会
第
五
七
九
回
会
議
採
択
「
名

誉
権
事
件
審
理
の
若
干
の
問
題
に
関
す
る
意
見
」
(
「
関
於
審
理
名
誉
権
案

件
若
干
問
題
的
意
見
」
。
第
二
章
第
三
節
参
照
)
。



中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2) 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
法
実
務
の
実
態
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
範
囲
は
、

通
説
に
し
た
が
え
ば
通
則
第
一
二

O
条
に
示
さ
れ
た
権
利
お
よ
び
プ
ラ
イ

ヴ
ァ
シ

l
権
に
限
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
務
上
は
「
民
法

通
則
第
一
一
九
条
に
も
と
づ
き
」
、
以
下
の
項
目
が
そ
の
賠
償
範
囲
と
さ

(
4
)
 

れ
て
い
た
と
い
う
。
「
一
.
医
療
費
、
二
.
交
通
費
お
よ
び
宿
泊
費
、
コ
一
.

死
者
の
葬
儀
費
お
よ
び
死
亡
補
償
費
、
四
障
害
者
の
生
活
補
助
費
、
五
.

被
害
者
の
休
業
補
償
、
六
.
看
護
を
し
て
い
た
者
の
休
業
補
助
費
、
七
.

障
害
前
あ
る
い
は
死
亡
前
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
者
の
生
活
費
、
八
.
そ
の

他
の
必
要
に
迫
ら
れ
支
出
し
た
費
用
」
。
「
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
」

と
の
賠
償
項
目
は
含
ま
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
「
死
亡
補
償
金
」
な
る

金
銭
給
付
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
か
な
る
性
質
の
「
補

償
」
で
あ
る
か
に
関
し
て
は
、
章
を
あ
ら
た
め
、
近
時
の
裁
判
例
に
見
る

精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
と
し
て
検
討
す
る
(
第
四
章
第
二
節
)
。

第
三
節

を
め
ぐ
る
論
議

中
国
法
学
界
に
お
け
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
民
法
通
則
第
一
二

O
条
は
中
国
民
法
界
に
お
け

る
「
新
突
破
」
で
あ
る
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
施
行

直
後
か
ら
そ
の
範
囲
が
き
わ
め
て
狭
い
等
の
多
く
の
欠
点
が
存
在
す
る
こ

と
を
ほ
と
ん
ど
の
学
者
が
指
摘
し
て
い
た
。
そ
こ
で
も
っ
と
も
関
心
を
集

め
て
い
る
の
は
、
通
則
第
一
一
九
条
お
よ
び
一
二

O
条
に
は
規
定
さ
れ
て

い
な
い
、
生
命
健
康
権
侵
害
に
際
し
で
も
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

を
肯
定
し
よ
う
と
模
索
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
解
決
策
の
多
く
は
、
前

章
で
見
た
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
通
則
の
解
釈
論
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る
が

(
前
章
第
四
節
参
照
)
、
他
方
そ
れ
を
超
え
た
か
た
ち
で
解
決
し
よ
う
と

す
る
も
の
も
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
は
大
き
く
以
下
の
三
つ
に
分
類
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
の
類
推
適
用

次
節
で
詳
細
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
「
道
路
交
通
事
故
処
理
会
」
第

三
六
条
で
認
め
ら
れ
て
い
る
「
死
亡
補
償
金
」
の
給
付
お
よ
び
第
三
七
条

第
八
項
の
「
死
亡
補
償
金
」
の
算
定
方
法
の
規
定
を
、
ひ
ろ
く
生
命
健
康

(6) 

権
侵
害
に
際
し
て
類
推
適
用
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
あ

く
ま
で
現
行
伝
規
の
枠
組
み
内
で
解
決
し
よ
う
と
試
み
る
現
実
的
な
解
決

法
で
あ
り
、
比
較
的
抵
抗
な
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
、
多

く
の
論
者
の
賛
同
を
得
て
い
る
。
し
か
し
、
同
弁
法
は
「
死
亡
補
償
費
」

の
給
付
は
認
め
て
い
る
も
の
の
、
障
害
の
際
の
「
障
害
補
償
費
」
の
給
付

を
認
め
て
は
い
な
い
。
は
た
し
て
こ
れ
ら
の
論
者
は
「
障
害
補
償
費
」
の
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給
付
を
念
頭
に
お
い
て
は
い
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
「
障
害
補
償
費
」
に

つ
い
て
も
同
条
同
項
の
類
推
適
用
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
は
明

確
で
な
く
、
よ
り
明
確
な
学
説
展
開
が
期
待
さ
れ
る
。

司
法
解
釈
の
公
布

前
述
の
よ
う
に
、
現
行
法
の
隙
間
を
う
め
る
の
に
用
い
ら
れ
て
き
た
法

源
が
司
法
解
釈
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
則
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠

償
の
適
用
範
囲
の
拡
大
あ
る
い
は
賠
償
額
算
定
の
根
拠
と
な
り
得
る
司
法

解
釈
の
公
布
を
求
め
る
説
が
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
賠
償
額
に
関
し
て
「
司
法
解
釈
権
を
有
す
る
機
関
(
最
高

人
民
法
院
お
よ
び
最
高
人
民
検
察
院
)
が
こ
の
よ
う
な
実
際
の
状
況
を
考

慮
し
て
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
何
条
か
の
適
用
原
則
を
制
定
公
布
し
、
典

型
的
な
裁
判
例
を
選
び
出
し
、
各
裁
判
官
が
判
決
の
根
拠
と
で
き
る
よ
う

(7) 

に
す
べ
き
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
で
あ
る
と
し
て
、
過
去
に
お
け
る
多
く

の
裁
判
例
を
総
括
し
て
「
規
範
性
司
法
解
釈
」
を
制
定
す
る
こ
と
を
求
め

て
い
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
学
説
は
、
以
下
の
理
由
か
ら
そ
の
実
現
可
能
性

は
高
い
と
一
言
守
え
る
。
第
一
に
、
司
法
解
釈
の
制
定
・
公
布
は
通
則
の
改
正

あ
る
い
は
法
律
の
制
定
に
比
し
て
煩
雑
さ
が
少
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
通

則
制
定
以
降
相
当
数
の
裁
判
例
の
蓄
積
が
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実

際
に
生
命
健
康
権
侵
害
事
件
に
お
い
て
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を

認
め
る
動
き
が
存
在
す
る
こ
と
。
第
一
一
一
に
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、
道
路

交
通
事
故
処
理
弁
法
を
は
じ
め
、
近
時
の
立
法
に
お
い
て
実
質
的
に
は
精

神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
金
銭
給
付
が
認
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
第
四
に
、
現
時
点
で
は
通
則
改
正
あ
る
い
は
「
民
法
典
」

(8) 

制
定
の
動
き
が
な
い
こ
と
。
し
か
し
、
生
命
健
康
権
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
肯
定
す
る
司
法
解
釈
は
、
実
際
に
は

ま
だ
公
布
さ
れ
て
は
い
な
い
。
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民
法
通
則
の
改
正
も
し
く
は
「
民
法
典
」
あ
る
い
は
特
別
法
制
定
の

要
求通
則
の
規
定
の
不
充
分
性
・
不
完
全
性
を
根
本
的
に
解
決
す
る
に
は
、

通
則
を
改
正
す
る
か
、
あ
る
い
は
新
た
に
不
法
行
為
法
を
制
定
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
こ
と
は
言
を
待
た
な
い
。
当
然
、
中
国
法
学
界
に
お
い
て
も
、

こ
の
よ
う
な
主
張
を
す
る
論
者
は
存
在
す
る
。

た
と
え
ば
、
現
行
の
民
法
通
則
は
精
神
損
害
の
適
用
範
囲
が
狭
い
等
、

「
被
害
者
の
権
利
が
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
た
め
、
「
将
来

の
『
民
法
典
』
に
お
い
て
精
神
損
害
の
本
質
、
範
囲
お
よ
び
法
律
責
任
に

(
9
)
 

対
し
て
相
応
の
規
定
を
も
う
け
る
」
こ
と
を
「
希
望
す
る
」
と
の
主
張
、

あ
る
い
は
多
く
の
国
で
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
適
用
範
囲
に



制
限
を
設
け
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
近
年
来
の
中
国
圏
内
の
理
論
界
お

よ
び
実
務
界
で
の
声
に
応
え
、
「
立
法
は
時
代
の
進
歩
に
追
い
つ
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
立
法
に
よ
る
解
決
を
要
求
す
る
も
の
が
存
在

(
印
)

す
る
。

中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2)

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
立
法
に
よ
る
解
決
を
要
求
す
る
論
者
の
中
に
も
対

立
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
適
用
範
囲
に
関
し
て
は
、
通
則
第
一
一
一

O

条
を
明
確
な
か
た
ち
で
の
概
括
的
な
規
定
(
例
示
説
)
に
す
べ
き
で
あ
る

(
日
)

と
の
主
張
と
、
あ
く
ま
で
限
定
列
挙
主
義
を
採
用
し
つ
つ
そ
の
列
挙
項
目

(ロ)

を
増
や
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
責
任
形
態

に
関
し
て
は
、
「
損
失
の
賠
償
」
を
「
謝
罪
」
等
の
要
求
よ
り
も
先
に
規

定
す
る
、
あ
る
い
は
「
損
失
の
賠
償
」
の
み
を
規
定
し
「
謝
罪
」
等
の
要

(
日
)

求
は
法
文
か
ら
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
、
あ
る
い
は
非
財
産
的
救

済
手
段
が
主
た
る
手
段
で
財
産
的
救
済
手
段
が
副
次
的
な
手
段
と
い
う
現

行
規
定
か
ら
、
明
確
に
双
方
が
主
た
る
手
段
で
あ
る
「
双
軌
制
」
を
採
用
(
凶
)

し
た
こ
と
が
明
確
に
な
る
よ
う
な
規
定
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張

等
の
対
立
が
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
通
則
改
正
あ
る
い
は
「
民
法
典
」
制
定
の
要
求
は
、
前
述
の

よ
う
に
近
い
将
来
に
は
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
王

家
福
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
後
述
す
る
「
消
費
者
権
利
利
益
保
護
法
」

制
定
過
程
に
お
い
て
、
す
で
に
人
身
事
故
に
関
し
て
も
精
神
損
害
に
対
す

る
金
銭
賠
償
を
肯
定
す
る
規
定
を
も
う
け
る
必
要
が
あ
る
と
の
主
張
が
存

在
し
て
い
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
通
則
の
改
正
等
が
現
実
に
な
さ
れ
た

場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
主
張
が
反
映
さ
れ
た
規
定
を
も
う
け
る
可
能
性
は

相
当
高
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

第
四
節

明
文
化

近
時
の
立
法
に
見
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の

以
上
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る
中
、
こ
の
時
期
に
制
定
・
施
行
さ

れ
た
立
法
に
お
い
て
、
注
目
す
べ
き
規
定
を
有
す
る
法
律
お
よ
び
行
政
規

章
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
医
療
事
故
、
交
通
事
故
、
製
造

物
責
任
、
消
費
者
保
護
、
国
家
賠
償
と
そ
の
対
象
を
異
に
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
に
お
い
て
、
惹
起
さ
れ
た
人
身
損
害
事
故
に
対
し
、

「
精
神
損
害
賠
償
」
と
の
用
語
の
使
用
は
避
け
て
は
い
る
も
の
の
、
実
質

上
そ
の
性
質
が
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
金
銭

給
付
を
認
め
て
い
る
。
以
下
に
検
討
す
る
。

北法47(5・415)1619 

(
日
)

医
療
事
故
処
理
弁
法

本
弁
法
は
診
察
、
治
療
お
よ
び
看
護
業
務
に
お
い
て
、
医
療
従
事
者
の

過
失
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
患
者
の
死
亡
、
障
害
、
お
よ
び
組
織
器
官
損
傷
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に
よ
る
機
能
障
害
を
医
療
事
故
と
し
て
、
こ
れ
に
対
す
る
賠
償
責
任
等
を

定
め
る
行
政
法
規
で
あ
る
(
第
二
条
)
。

本
弁
法
は
そ
の
第
一
八
条
で
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
医
療
事
故
と

確
定
し
た
場
合
、
事
故
の
等
級
、
情
状
お
よ
び
病
人
の
状
況
に
も
と
づ
き

『
一
時
払
い
の
経
済
的
補
償
』
(
原
語
『
一
次
性
経
済
補
償
』
)
を
給
付
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
補
償
費
の
標
準
は
、
各
省
、
自
治
区
、
直
轄
市
人

民
政
府
に
よ
っ
て
規
定
す
る
。
医
療
事
故
補
償
費
は
、
医
療
『
単
位
』
に

よ
っ
て
患
者
あ
る
い
は
そ
の
家
族
に
支
払
わ
れ
る
(
以
下
省
略
)
」
。
こ
こ

で
は
、
医
療
事
故
に
よ
り
患
者
が
死
亡
し
た
り
、
障
害
者
と
な
り
も
し
く

は
機
能
障
害
が
残
っ
た
場
合
に
、
医
療
「
単
位
」
が
患
者
も
し
く
は
そ
の

家
族
に
対
し
て
経
済
的
補
償
を
な
す
旨
規
定
し
て
い
る
。
あ
る
論
者
は
、

こ
こ
に
規
定
さ
れ
る
「
一
時
払
い
の
経
済
的
補
償
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
に
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
「
経
済
的
補
償
」
と
は
ご
般
の
民
事
責
任

と
は
同
じ
で
は
な
」
い
。
す
な
わ
ち
、
「
被
害
者
お
よ
び
そ
の
家
族
の
一

切
の
経
済
損
失
を
補
償
す
る
必
要
は
な
く
、
ま
た
等
価
賠
償
の
原
則
を
貫

徹
す
る
も
の
で
も
な
く
、
『
安
慰
』
、
『
撫
岨
』
に
類
似
し
た
性
質
の
も
の

で
あ
る
」
。
ま
た
「
一
時
払
い
」
に
つ
い
て
は
、
「
患
者
あ
る
い
は
そ
の
家

族
の
精
神
面
に
対
す
る
一
時
払
い
の
補
償
は
ひ
と
つ
の
『
安
慰
』
で
も
あ
」

り
、
「
も
し
も
と
も
と
補
償
金
額
が
さ
し
た
る
も
の
で
も
な
い
金
額
を
数

回
に
わ
け
て
支
払
え
ば
、
他
方
(
す
な
わ
ち
被
害
者
)
の
精
神
上
に
対
し

不
必
要
な
刺
激
を
被
ら
し
め
る
こ
と
に
な
り
、
彼
等
の
経
済
的
生
活
の
計

(
日
)

函
に
プ
ラ
ス
と
な
ら
な
い
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
。
ま
た
、
他
の
論
者
も
、

医
療
事
故
訴
訟
に
お
け
る
「
補
償
」
と
は
「
加
害
者
が
財
産
方
式
を
も
っ

て
な
す
被
害
者
の
精
神
面
に
対
す
る
一
種
の
『
安
慰
』
で
あ
り
、
こ
れ
は

被
害
者
の
実
際
の
損
害
を
前
提
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
加
害
者

(
げ
)

に
対
す
る
懲
罰
を
含
む
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
問
弁
法
第
一
八
条
に
い

う
「
一
時
払
い
の
経
済
的
補
償
」
が
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ

る
こ
と
を
事
実
上
肯
定
す
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

北法47(5・416)1620 

(
国
)

道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法

本
弁
法
は
道
路
上
で
発
生
し
た
交
通
事
故
に
関
す
る
行
政
規
章
で
あ
る
。

本
法
第
三
六
条
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
損
害
賠
償
の
項
目
は
、

以
下
の
も
の
を
含
む
。
医
療
費
、
休
業
補
償
、
入
院
期
間
の
食
費
補
助
費
、

看
護
費
、
障
害
者
生
活
補
助
費
、
障
害
用
具
、
費
、
葬
儀
費
、
死
亡
補
償
資
、

被
扶
養
者
の
生
活
費
、
交
通
費
、
宿
泊
費
な
ら
び
に
財
産
の
直
接
損
失
」
。

ま
た
第
三
七
条
で
は
「
損
害
賠
償
の
基
準
は
以
下
の
規
定
に
照
ら
し
て
計

算
す
る
」
と
し
て
、
同
条
第
八
項
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
死
亡
補
償
費
。
交
通
事
故
発
生
地
の
平
均
生
活
費
に
照
ら
し
て
計
算
し
、

一
0
年
間
補
償
す
る
。
満
一
六
歳
以
下
の
者
に
対
し
て
は
、
年
齢
が
一
歳

下
回
る
ご
と
に
一
年
(
補
償
期
間
を
)
減
ず
る
。
七

O
歳
以
上
の
者
に
対
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し
で
は
、
年
齢
が
一
歳
上
回
る
ご
と
に
一
年
(
補
償
期
間
を
)
減
ず
る
。

た
だ
し
そ
の
い
ず
れ
と
も
少
な
く
と
も
五
年
(
の
補
償
期
間
)
を
下
回
ら

な
い
も
の
と
す
る
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
。
こ
の
よ
う
に
、
道
路
上
で
発
生

し
た
交
通
事
故
に
お
け
る
人
身
損
害
事
故
で
は
、
加
害
者
は
被
害
者
に
対

し
、
民
法
通
則
第
一
一
九
条
の
規
定
す
る
賠
償
項
目
よ
り
も
広
範
囲
に
お

よ
ぶ
項
目
に
つ
い
て
の
賠
償
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
と
く
に
通
則
第
一
一
九
条
で
は
認
め
ら

れ
て
は
い
な
い
「
死
亡
補
償
費
」
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

た。
こ
の
「
死
亡
補
償
費
」
の
性
質
に
つ
い
て
、
国
務
院
法
制
局
お
よ
び
公

安
部
交
通
局
は
「
死
亡
補
償
費
は
た
だ
死
者
の
家
族
に
対
す
る
慰
め
お
よ

び
死
者
の
家
族
の
被
っ
た
損
失
に
対
す
る
一
種
の
補
償
で
あ
る
」
と
み
な

(
玲
)

し
て
い
る
。
法
文
上
は
「
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
」
と
の
明
言
を

避
け
て
は
い
る
も
の
の
、
事
実
上
立
法
者
が
公
式
に
そ
の
性
質
を
死
者
の

家
族
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
示
唆
し
た
意
義
は
大
き

・ν

(
初
)

製
品
品
質
法
(
「
産
品
質
量
法
」
)

本
法
は
い
わ
ゆ
る
製
造
物
責
任
に
関
す
る
条
項
を
含
ん
だ
立
法
で
あ
り
、

国
に
よ
る
製
品
品
質
の
監
管
管
理
か
ら
行
政
処
罰
ま
で
、
そ
の
対
象
は
多

岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

本
法
第
四
章
で
は
、
市
場
に
流
通
し
て
い
る
製
品
の
欠
陥
に
よ
り
惹
起

さ
れ
た
人
身
事
故
に
対
す
る
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
を
お
い
て
い
る
。

第
三
二
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
製
品
に
欠
陥
が
存
在
す
る
こ

と
に
よ
り
人
身
お
よ
び
他
人
の
財
産
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、

被
害
者
は
製
品
の
生
産
者
に
対
し
て
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま

た
製
品
の
販
売
者
に
対
し
て
も
賠
償
の
要
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
以

下
省
略
)
」
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
責
任
主
体
が
製
造
者
お
よ
び
販
売
者
の
双

方
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
(
な
お
、
第
三
条
で
は
「
生
産
者
・

販
売
者
は
本
法
の
規
定
に
よ
り
製
品
品
質
責
任
を
負
う
」
と
規
定
す
る
)
。

さ
ら
に
第
三
二
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
製
品
に
欠
陥
が
存
在

す
る
こ
と
に
よ
り
被
害
者
の
人
身
に
傷
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、
加

害
者
は
医
療
費
、
休
業
に
よ
り
減
少
し
た
収
入
、
障
害
者
生
活
補
助
費
等

の
費
用
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に

は
、
(
前
記
の
費
用
に
)
く
わ
え
て
葬
儀
費
、
『
撫
憧
費
』
、
死
者
が
生
前

扶
養
し
て
い
た
者
の
必
要
な
生
活
費
等
の
費
用
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
(
括
弧
は
引
用
者
)
。
こ
こ
で
も
道
路
交
通
事
故
処
理
弁
法
同
様
、

通
則
第
一
一
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
賠
償
項
目
よ
り
も
広
い
範
囲
の
賠

償
、
と
り
わ
け
「
撫
岨
費
」
の
賠
償
を
製
造
者
お
よ
び
販
売
者
に
課
し
て

い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
交
通
事
故
処
理
弁
法
と
は
異
な
り
、
死

北法47(5・417)1621 
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亡
事
故
に
お
け
る
金
銭
給
付
の
名
称
を
「
撫
岨
費
」
と
し
て
い
る
。
こ
の

「
撫
岨
費
」
の
性
質
に
つ
い
て
明
確
に
言
及
し
た
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
・
論

文
等
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
五

0
年
代
以
降
の
「
撫
悩
費
」
の

法
的
性
質
を
多
く
の
学
者
が
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
と
と
ら
え
て

い
る
こ
と
か
ら
、
や
は
り
そ
の
性
質
は
実
質
上
死
者
の
家
族
に
対
す
る
精

(
幻
)

神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
同
じ
「
撫
岨
費
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
労

働
保
険
条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
撫
憧
費
」
と
は
そ
の
性
質
が
い
さ
さ

か
異
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
双
方

と
も
死
者
の
家
族
に
対
す
る
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
は
あ
る
が
、

以
下
の
点
で
異
な
る
。
①
労
働
保
険
条
例
で
は
保
険
フ
ォ
ン
ド
な
い
し
は

「
単
位
」
が
給
付
し
て
い
た
が
(
第
一
章
第
三
節
一
参
照
)
、
本
法
で
は

加
害
者
自
身
(
製
造
者
お
よ
び
販
売
者
)
が
給
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

②
労
働
保
険
条
例
で
は
定
期
金
給
付
と
さ
れ
て
い
た
が
、
本
法
で
は
一
時

金
払
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
労
働
保
険
条
例
に
お
け
る
「
撫
悩

費
」
は
、
被
害
者
お
よ
び
残
さ
れ
た
家
族
の
生
活
保
障
的
側
面
を
も
有
す

る
金
銭
給
付
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
法
に
お
け
る
「
撫
協
賛
」
は
、
ま

さ
に
被
害
者
の
家
族
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
そ
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

四

(
忽
)

消
費
者
権
利
利
益
保
護
法
(
「
消
費
者
権
益
保
護
法
」
)

本
法
は
い
わ
ゆ
る
消
費
者
保
護
法
で
あ
り
、
消
費
者
の
合
法
的
な
権
利

北法47(5・418)1622

利
益
を
保
護
す
る
目
的
で
制
定
さ
れ
た
法
律
で
あ
る
。

本
法
は
そ
の
第
四
一
条
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
経
営

者
が
提
供
し
た
商
品
あ
る
い
は
サ
l
ヴ
ィ
ス
が
、
消
費
者
あ
る
い
は
そ
の

他
の
被
害
者
の
人
身
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、
医
療
費
、
治
療

期
間
の
看
護
費
、
休
業
に
よ
り
減
少
し
た
収
入
等
の
費
用
を
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
障
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
に
は
、
さ
ら
に
障
害
者

の
生
活
白
助
の
用
具
費
、
生
活
補
助
費
、
『
障
害
賠
償
金
』
(
原
語
『
残
疾

賠
償
金
』
)
お
よ
ぴ
被
害
者
に
よ
り
扶
養
さ
れ
て
い
た
者
の
必
要
と
す
る

と
こ
ろ
の
生
活
費
等
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
を
構

成
す
る
場
合
に
は
、
法
に
よ
り
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
」
。
こ
こ
で
は
被

害
者
が
障
害
者
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
経
営
者
は
被
害
者
に
対
し
、
通
則

の
規
定
に
加
え
て
「
障
害
賠
償
金
」
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
第
四
二
条
で
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
経
営
者

が
提
供
し
た
商
品
あ
る
い
は
サ

1
ヴ
ィ
ス
が
、
消
費
者
あ
る
い
は
そ
の
他

の
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
は
、
葬
儀
費
、
『
死
亡
賠
償
金
』
お
よ

び
死
者
に
よ
り
生
前
扶
養
さ
れ
て
い
た
者
の
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
生
活

費
等
の
費
用
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
を
構
成
す
る
場
合
に

は
、
法
に
よ
り
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
」
。
こ
こ
で
は
被
害
者
が
死
亡
し
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た
場
合
に
は
、
経
営
者
は
被
害
者
に
対
し
、
同
じ
く
通
則
の
規
定
に
加
え

て
「
死
亡
賠
償
金
」
を
給
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
あ
る

概
説
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
第
四
一
条
お
よ
び
第
四
二
条
に
規
定
す
る
損
害

賠
償
の
範
囲
は
「
す
で
に
支
払
っ
た
、
あ
る
い
は
将
来
支
払
う
で
あ
ろ
う

合
理
的
な
費
用
、
収
入
能
力
の
損
失
お
よ
び
精
神
損
害
を
含
む
」
と
説
明

(
幻
)

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
他
の
概
説
書
で
は
、
収
入
の
減
少
お
よ
び
生
前
扶

養
し
て
い
た
者
の
生
活
費
の
賠
償
が
問
題
と
な
ら
な
い
未
成
年
の
子
が
死

亡
し
た
場
合
を
例
に
あ
げ
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
「
医
療
費
、
葬
儀

費
を
支
払
っ
た
後
に
そ
の
保
護
者
に
一
定
額
の
『
撫
慰
金
』
を
支
払
う
こ

(M) 

と
は
、
精
神
上
の
安
慰
を
得
さ
し
め
る
こ
と
に
な
る
」
。
こ
こ
か
ら
、
こ

れ
ら
「
障
害
賠
償
金
」
お
よ
び
「
死
亡
賠
償
金
」
の
性
質
は
、
「
障
害
賠

償
金
」
の
場
合
に
は
障
害
者
と
な
っ
た
者
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠

償
で
あ
り
、
「
死
亡
賠
償
金
」
の
場
合
に
は
死
者
の
家
族
の
精
神
損
害
に

対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
点
は
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
障
害
者
と
な
っ
た

場
合
の
「
障
害
賠
償
金
」
の
給
付
が
認
め
ら
れ
た
点
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と

つ
は
「
賠
償
金
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い

て
は
、
こ
れ
ま
で
は
労
働
保
険
条
例
を
除
く
そ
の
他
の
法
律
、
司
法
解
釈

で
は
認
め
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
本
法
で
「
障
害
賠
償
金
」
の
給
付
を
認
め

た
こ
と
に
よ
り
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
適
用
範
囲
が
被
害
者

が
障
害
者
と
な
っ
た
場
合
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
後

者
の
名
称
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
に
対
し

て
「
補
償
」
と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
と
の
見
解
も
あ
る
が
、
「
賠
償
金
」

と
い
う
名
称
を
使
用
す
る
意
味
は
非
常
に
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
「
補
償
」

と
「
賠
償
」
は
そ
の
性
質
が
異
な
り
、
「
補
償
」
と
は
「
行
為
者
の
主
観

上
の
損
害
結
果
に
対
す
る
無
過
失
を
あ
ら
わ
し
、
被
害
者
に
適
当
な
補
償

(
お
}

を
与
え
る
」
こ
と
で
あ
る
。
他
方
「
賠
償
」
と
は
「
当
事
者
の
一
方
が
不

法
行
為
も
し
く
は
債
務
不
履
行
に
よ
り
他
方
に
損
害
を
も
た
ら
し
た
場
合

に
他
方
の
損
失
を
補
償
す
る
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
民

(
お
)

事
責
任
」
で
あ
る
。
ま
た
「
賠
償
と
は
法
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
る
金
銭

給
付
」
で
あ
り
、
「
補
償
と
は
法
に
も
と
づ
く
こ
と
な
く
自
発
的
に
な
さ

(
幻
)

れ
る
金
銭
給
付
」
で
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
賠
償
金
」

と
い
う
名
称
の
使
用
は
、
「
障
害
賠
償
金
」
お
よ
び
「
死
亡
賠
償
金
」
の

性
質
が
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
の
認
識
を
あ
ら
わ
す
も

(
お
)

の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
第
四
三
条
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
経
営
者
が
本
法

(
m
U
)
 

第
二
五
条
の
規
定
に
違
反
し
、
消
費
者
の
人
格
尊
厳
を
侵
害
し
あ
る
い
は

消
費
者
の
人
身
の
自
由
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
、
侵
害
の
停
止
、
名
誉
の

回
復
、
謝
罪
を
し
、
あ
わ
せ
て
損
失
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

こ
の
規
定
は
「
経
営
者
は
消
費
者
に
も
た
ら
し
た
精
神
損
害
に
対
す
る
責

北法47(5・419)1623 
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任
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る

(
日
制
)

と
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
同
条
に
い
う
「
損
失
」
が
精
神
損
害
で
あ
る

と
の
認
識
の
上
に
た
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
注
目
す
べ
き
点
が
ふ
た
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
「
人
格
尊
厳
」

お
よ
び
「
人
身
の
自
由
」
と
い
う
、
よ
り
概
括
的
な
人
格
権
を
明
示
す
る

こ
と
で
、
通
則
第
一
二

O
条
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
人
格
権
よ
り
も
相
当
広

い
範
囲
の
人
格
権
の
保
護
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
い

う
「
人
格
尊
厳
」
が
ど
の
範
囲
ま
で
適
用
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
に
は
さ

れ
て
い
な
い
が
、
経
営
者
の
行
為
に
よ
っ
て
消
費
者
の
人
格
権
が
侵
害
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
給
付
が
認
め
ら

(
訂
)

れ
る
道
が
関
か
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、

通
則
第
一
二

O
条
の
規
定
で
は
、
侵
害
の
停
止
等
を
「
要
求
す
る
権
利
を

有
し
」
、
「
あ
わ
せ
て
損
失
の
賠
償
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
本
法
で
は
「
侵
害
の
停
止
」
等
と
同
時
に
「
損
失
の
賠

償
」
を
も
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

通
則
第
二
一

O
条
が
非
財
産
的
救
済
手
段
を
主
た
る
も
の
と
し
、
財
産
的

救
済
手
段
を
副
次
的
な
も
の
と
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
主
次
適
用
型
」
か

ら
「
双
軌
制
」
へ
の
転
換
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
加
害
者
た
る
経
営
者

に
対
し
、
必
ず
賠
償
責
任
を
負
担
さ
せ
る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
犯
)

国
家
賠
償
法

本
法
は
、
「
国
家
機
関
お
よ
ぴ
国
家
勤
務
要
員
が
違
法
に
職
権
を
行
使

し
て
公
民
、
法
人
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
組
織
の
合
法
的
権
利
利
益
に
損
害
を

も
た
ら
し
た
場
合
」
(
第
二
条
)
の
、
国
の
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
責
任

を
規
定
し
た
法
律
で
あ
る
。
こ
の
種
の
事
件
に
対
し
て
は
、
本
法
施
行
前

(
幻
)

に
お
い
て
は
、
行
政
訴
訟
法
お
よ
び
民
法
通
則
を
適
用
し
て
い
た
が
、
本

法
施
行
後
に
お
い
て
は
、
行
政
訴
訟
法
お
よ
び
本
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
本
法
に
も
ま
た
「
障
害
賠
償
金
」
お
よ
び
「
死
亡
賠
償
金
」
と

い
う
名
目
の
賠
償
金
給
付
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

第
二
七
条
第
一
項
で
は
、
「
公
民
の
生
命
健
康
権
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
、

賠
償
金
は
以
下
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
計
算
す
る
」
と
し
て
、
生
命
健
康

権
侵
害
に
お
け
る
金
銭
賠
償
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
身
体
に
傷
害
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
医
療
費
の
支
払
い
、
お
よ
び
休

業
に
よ
り
減
少
し
た
収
入
の
賠
償
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
減
少
し
た

収
入
の
一
日
あ
た
り
の
賠
償
金
は
、
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働
者
の
日

平
均
給
与
に
照
ら
し
て
計
算
し
、
最
高
額
は
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働

者
の
年
平
均
給
与
の
五
倍
と
す
る
」
(
第
一
号
)
。
こ
れ
は
、
身
体
に
障
害

が
残
ら
な
い
程
度
の
傷
害
を
被
害
者
が
負
っ
た
場
合
の
金
銭
賠
償
に
関
す

る
規
定
で
あ
り
、
賠
償
項
目
は
通
則
第
一
一
九
条
前
段
の
規
定
と
同
一
で

あ
る
。
し
か
し
、
通
則
第
一
一
九
条
お
よ
び
通
則
「
意
見
」
で
は
休
業
補

五

北法47(5・420)1624 
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償
に
関
す
る
具
体
的
な
算
定
方
法
が
一
切
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

こ
こ
で
は
「
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働
者
の
日
平
均
給
与
」
を
基
準
と

す
る
こ
と
、
お
よ
び
賠
償
額
は
「
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働
者
の
年
平

均
給
与
の
五
倍
」
を
限
度
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

「
労
働
能
力
を
部
分
的
に
あ
る
い
は
す
べ
て
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
医

療
費
、
お
よ
び
『
障
害
賠
償
金
』
(
原
語
『
残
疾
賠
償
金
』
)
の
支
弘
い
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

『
障
害
賠
償
金
』
は
喪
失
し
た
労
働
能
力
の
程

度
に
し
た
が
っ
て
確
定
す
る
。
労
働
能
力
を
部
分
的
に
喪
失
し
た
場
合
の

最
高
限
度
額
は
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働
者
の
年
平
均
給
与
の
一

O
倍

と
し
、
労
働
能
力
を
す
べ
て
喪
失
し
た
場
合
は
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労

働
者
の
年
平
均
給
与
の
二

O
倍
と
す
る
。
労
働
能
力
を
す
べ
て
喪
失
し
た

場
合
は
、
そ
の
扶
養
す
る
労
働
能
力
の
な
い
者
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
生

活
費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
第
二
号
)
。
こ
れ
は
被
害
者
が
障

害
者
に
な
っ
た
場
合
の
賠
償
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
通
則
第
一
一
九
条

の
規
定
と
は
異
な
り
、
こ
こ
で
は
医
療
費
お
よ
び
「
障
害
賠
償
金
」
を
賠

償
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
障
害
賠
償
金
」
は
被
害
者
の
喪
失

し
た
労
働
能
力
に
も
と
ε

つ
い
て
算
定
し
、
「
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働

者
の
年
平
均
給
与
」
の
一

O
倍
を
最
高
限
度
額
と
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
障
害
賠
償
金
」
の
性
質
は
、
以
下
の
点
を
根
拠
と

し
て
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
一
に
、
「
賠
償
」
と
い
う
名
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
被

害
者
本
人
の
収
入
を
基
準
と
し
て
算
定
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
。
第
三
に
、

か
つ
て
の
労
働
保
険
条
例
の
「
撫
岨
費
」
の
よ
う
な
定
期
金
給
付
で
は
な

く
、
一
時
払
い
の
金
銭
給
付
で
あ
る
こ
と
。
第
四
に
、
被
害
者
が
扶
養
し

て
い
た
労
働
能
力
の
な
い
者
に
対
す
る
生
活
保
障
は
、
「
障
害
賠
償
金
」

と
は
別
に
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
に
い
う
「
障
害
賠

償
金
」
の
性
質
を
「
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
」
で
あ
る
と
明
言
す

(
山
崎
)

る
学
説
が
、
中
国
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
規
定
と
通
則
第
一
一
九
条
お
よ
び
前
述
の
消
費
者
権

利
利
益
保
護
法
第
四
一
条
と
を
比
較
し
た
場
合
、
次
の
二
点
の
相
違
に
気

づ
く
。
第
一
点
は
、
通
則
第
一
一
九
条
は
「
身
体
障
害
者
と
な
っ
た
者
の

生
活
補
助
費
」
と
い
う
賠
償
項
目
が
、
ま
た
、
消
費
者
権
利
利
益
保
護
法

第
四
一
条
に
は
「
障
害
者
の
生
活
自
助
の
用
具
費
、
生
活
補
助
費
」
と
の

賠
償
項
目
が
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
国
家
賠
償
法
に
は
こ
れ

ら
の
項
目
は
存
在
し
な
い
。
被
害
者
に
障
害
が
残
っ
た
場
合
に
は
な
ん
ら

か
の
「
生
活
補
助
費
」
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
か
ら
、
国
家
賠
償
法

に
い
う
っ
障
害
賠
償
金
」
は
「
生
活
補
助
費
」
を
も
含
ん
だ
精
神
損
害
に

対
す
る
金
銭
給
付
で
あ
る
と
い
え
る
。
第
二
点
は
、
「
国
の
前
年
度
の
職

員
・
労
働
者
の
年
平
均
給
与
」
の
一

O
倍
も
し
く
は
二

O
倍
と
い
う
賠
償

額
の
最
高
限
度
額
が
、
国
家
賠
償
法
の
「
障
害
賠
償
金
」
に
は
付
さ
れ
て

北法47(5・421)1625
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い
る
こ
と
で
あ
る
。
国
家
賠
償
法
の
審
議
過
程
に
お
い
て
、
国
家
賠
償
に

は
明
確
な
最
高
限
度
額
を
付
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
最
高
限
度
額
の

規
定
は
今
後
の
状
況
の
変
化
に
適
合
し
た
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意

見
が
、
多
く
の
専
門
家
、
地
方
の
人
民
代
表
お
よ
び
部
門
か
ら
出
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
国
家
賠
償
法
第
二
七
条
第
一
項
第
一
号
な
い
し
第
三
号
の
規

(
お
)

定
に
い
た
っ
た
と
い
う
。
そ
の
背
景
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く

は
国
の
賠
償
責
任
を
軽
減
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
息
わ
れ
る
。

「
被
害
者
た
る
公
民
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
『
死
亡
賠
償
金
』
お
よ
び

葬
儀
費
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
総
額
は
国
の
前
年
度
の
職
員
・

労
働
者
の
年
平
均
給
与
の
二

O
倍
と
す
る
。
死
者
が
生
前
に
扶
養
し
て
い

た
労
働
能
力
の
な
い
者
に
対
し
て
は
、
さ
ら
に
生
活
費
を
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
(
第
三
号
)
。
な
お
、
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
賠
償
請

求
権
者
は
、
被
害
者
の
相
続
人
お
よ
び
そ
の
他
の
扶
養
関
係
を
有
す
る
親

族
で
あ
る
(
第
六
条
第
二
項
)
。
こ
れ
は
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
の
賠

償
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
通
則
第
一
二

O
条
後
段
の
規
定
と
は
異
な
り
、

「
死
亡
賠
償
金
」
を
賠
償
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
、

前
述
の
消
費
者
権
利
利
益
保
護
法
第
四
二
条
と
同
様
の
規
定
で
あ
る
こ
と
、

定
期
金
給
付
で
は
な
く
一
時
払
い
で
あ
る
こ
と
、
「
賠
償
」
の
名
称
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
そ
の
性
質
は
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
で
あ
る
と
い

え
る
。
こ
の
「
死
亡
賠
償
金
」
の
性
質
を
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

(
お
)

で
あ
る
と
明
言
す
る
学
説
が
、
中
国
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
寸
死
亡
賠
償
金
」
で
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
死
亡

賠
償
金
」
と
葬
儀
費
と
の
合
計
金
額
が
「
国
の
前
年
度
の
職
員
・
労
働
者

の
年
平
均
給
与
の
二

O
倍
」
に
固
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
理
由

(
幻
)

と
し
て
は
、
次
の
二
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
被
害
者
の
家
族

が
確
実
な
賠
償
を
得
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
で
あ
る
。
第
二
に
、
訴
訟

遂
行
の
巧
劣
に
よ
っ
て
賠
償
額
が
上
下
す
る
よ
う
な
、
「
無
原
則
で
無
秩

序
な
賠
償
」
(
原
語
「
乱
賠
」
)
を
回
避
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
本
法
第
二
五
条
で
は
、
「
国
家
賠
償
は
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と

を
も
っ
て
主
た
る
方
式
と
す
る
L

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
財
産

損
害
で
あ
れ
、
精
神
損
害
で
あ
れ
」
、
「
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
賠
償
は
金
銭
・

(
お
)

貨
幣
等
を
支
払
う
と
い
う
方
式
を
通
じ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
本
稿
の
関
心
に
そ
く
し
て
い
え
ば
、
と
り
わ

け
精
神
損
害
に
対
し
て
金
銭
賠
償
が
主
た
る
救
済
手
段
で
あ
る
と
明
言
さ

れ
た
意
味
は
大
き
い
。
国
家
賠
償
法
と
い
う
特
殊
な
立
法
で
は
あ
る
が
、

金
銭
賠
償
が
主
た
る
救
済
手
段
か
否
か
に
関
す
る
通
則
第
一
二

O
条
を
め

ぐ
る
議
論
の
影
響
を
強
く
受
け
た
立
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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中国における精神損害に対する金銭賠償をめぐる法と実務 (2) 

本
章
で
は
、
通
則
施
行
後
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
を
め
ぐ
る

法
と
実
務
を
検
討
し
て
き
た
。
通
則
施
行
直
後
か
ら
、
通
則
第
一
二

O
条

を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
前
章
で
検
討
し
た
と

お
り
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
通
則
第
一
二

O
条
の
適
用
範
囲
が
あ
ま
り
に
も

狭
き
に
失
し
て
い
る
点
、
特
に
生
命
健
康
権
が
同
条
の
適
用
範
囲
に
含
ま

れ
て
い
な
い
点
に
、
中
国
の
学
者
は
も
っ
と
も
関
心
を
払
っ
て
き
た
と
い

え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
中
国
法
学
界
の
動
向
は
、
寸
発
展
期
」
に
お
け
る
立
法

例
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
一
九
九
四
年
一
月
一
日
施

行
の
「
消
費
者
権
利
利
益
保
護
法
」
第
四
一
条
お
よ
び
第
四
二
条
に
お
い

て
、
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
と
の
名
称
の
使
用
は
避
け
ら
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
人
身
損
害
事
故
に
つ
い
て
「
障
害
賠
償
金
」
、
「
死
亡
賠
償

金
」
と
い
う
名
の
実
質
上
の
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
の
給
付
を
認

め
た
意
義
は
大
き
い
。
ま
た
、
同
法
第
四
三
条
で
は
、
「
人
格
尊
厳
」
お

よ
び
「
人
身
の
自
由
」
と
い
う
概
括
的
な
人
格
権
を
規
定
し
、
通
則
第
一

二
O
条
よ
り
も
か
な
り
広
い
範
囲
の
人
格
権
(
生
命
健
康
権
も
含
ま
れ
る

も
の
と
思
わ
れ
る
)
を
同
条
の
適
用
範
囲
と
し
た
。
ま
た
救
済
手
段
に
関

し
て
も
、
同
条
は
、
加
害
者
に
「
侵
害
の
停
止
」
等
の
非
財
産
的
救
済
を

命
ず
る
と
「
同
時
」
に
、
「
損
失
の
賠
償
」
を
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
規
定
し
た
。
ま
た
、
翌
一
九
九
五
年
一
月
一
日
施
行
の
「
国
家
賠
償
法
」

第
二
七
条
に
お
い
て
も
、
「
障
害
賠
償
金
」
、
寸
死
亡
賠
償
金
」
の
賠
償
が

規
定
さ
れ
、
ま
た
金
銭
賠
償
が
主
た
る
救
済
手
段
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
身
権
侵
害
に
対
し
て
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償

を
行
う
と
い
う
流
れ
が
定
着
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
法
規
定
の
動
向
の
要
因
は
、
法
学
者
の
議
論
の
結
果
で
あ

る
と
同
時
に
、
改
革
開
放
政
策
以
来
の
中
国
社
会
の
変
化
、
と
り
わ
け
「
発

展
期
」
に
お
け
る
「
単
位
社
会
」
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
が
相
当
強
く

影
響
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
否
定

説
の
背
景
に
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
、
「
単
位
社
会
」
に
よ
る
社
会

保
障
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
。
こ
の
「
単
位
社
会
」
が
根
底
か
ら
ゆ
ら
ぎ

始
め
た
「
発
展
期
」
に
お
い
て
、
「
単
位
社
会
」
を
そ
の
拠
り
所
と
し
て

い
た
精
神
損
害
に
対
す
る
金
銭
賠
償
否
定
説
も
ま
た
、
説
得
力
を
失
っ
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

次
点
早
で
は
、
近
時
の
裁
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
実
務
上
精
神
損
害
に

対
す
る
金
銭
賠
償
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
、
検
討
を
す
す
め

る。
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主

(
1
)
こ
の
時
期
の
具
体
的
な
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
三
菱
総
合
研
究

所
編
『
中
国
情
報
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
〔
一
九
九
五
年
版
〕
』
(
一
九
九
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五
年
、
蒼
蒼
社
)
四
九
七
頁
を
参
照
。

(
2
)
以
上
、
貌
傑
主
編
『
社
会
主
義
市
市
場
経
済
理
論
・
制
度
・
体
制
』

(
高
等
教
育
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
四
七
J
五
二
頁
を
参
照
。

(
3
)
『
中
華
人
民
共
和
国
法
律
法
規
全
書
(
第
二
巻
)
』
(
中
国
民
主
法

制
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
六
九
O
頁。

(
4
)
王
利
明
『
民
法
・
侵
権
行
為
法
』
(
中
国
人
民
大
学
出
版
社
、
一

九
九
四
年
)
五
九
八
頁
。

(
5
)

一
九
九
一
年
九
月
一
一
一
一
日
公
安
部
(
国
務
院
令
第
八
九
号
)
発
布
、

一
九
九
二
年
一
月
一
日
施
行
。

(
6
)
楊
立
新
『
民
法
判
解
研
究
与
適
用
』
(
中
国
検
察
出
版
社
、
一
九

九
四
年
)
二
三
三
頁
。

(
7
)
王
啓
庭
「
我
国
精
神
損
害
賠
償
制
度
的
若
干
問
題
」
争
鳴
一
九

九
O
年
第
六
期
一
人
頁
、
同
「
精
神
損
害
賠
償
的
立
法
弊
端
与
立

法
建
議
」
政
法
論
壇
一
九
九
O
年
第
四
期
五
回
頁
。

(8)
王
家
福
・
中
国
社
会
科
学
院
法
学
研
究
所
教
授
(
第
二
章
註
(
4
)

参
照
)
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
制
定
さ
れ
て
い
る
婚
姻
法
、
相
続
法
、

民
法
通
則
、
担
保
法
お
よ
び
今
後
制
定
さ
れ
る
物
権
法
、
契
約
法
、

親
族
法
を
加
え
て
一
応
民
事
基
本
法
の
制
定
作
業
は
終
了
し
、
そ

の
後
一
一
一
世
紀
は
じ
め
を
め
ど
に
「
民
法
典
」
を
制
定
す
る
予
定

で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

(9)
哀
春
「
論
精
神
損
害
」
法
学
評
論
一
九
八
九
年
第
五
期
二
五
頁
。

(
叩
)
王
啓
庭
・
前
掲
註

(7)
争
鳴
一
八
頁
。

(
日
)
曹
登
潤
「
論
我
国
精
神
損
害
賠
償
制
度
的
紋
陥
及
其
完
善
」
法

学
与
実
践
一
九
九
三
年
第
五
期
三
五
1

六
頁
、
同
「
我
国
精
神
損

害
賠
償
制
度
的
鉄
陥
及
其
完
善
」
法
学
一
九
九
三
年
第
九
期
二
八
頁
。

(
ロ
)
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
「
対
精
神
損
害
賠
償
的
探
討
」
中
国
法
学
一

九
九

O
年
第
六
期
一
一
一
頁
、
挑
水
斌
「
関
於
精
神
損
害
賠
償
的

有
閑
問
題
之
我
見
」
政
法
論
壇
一
九
九
三
年
第
六
期
四
三
頁
。

(
日
)
王
啓
庭
・
王
鳳
紅
・
前
掲
註
(
ロ
)
一
一
四
頁
。

(
日
)
曹
登
潤
・
前
掲
註
(
日
)
法
学
与
実
践
三
五
l
六
頁
、
同
法
学

二
八
頁
。

(
日
)
一
九
八
七
年
六
月
二
九
日
国
務
院
公
布
・
施
行
。
『
中
華
人
民
共

和
国
法
律
法
規
全
書
(
第
十
巻
)
』
(
中
国
民
主
法
制
出
版
社
、
一

九
九
四
年
)
五
五
六
頁
。

(
日
)
梁
華
仁
『
医
療
事
故
与
法
律
責
任
』
(
人
民
衛
生
出
版
社
、
一
九

九
二
年
)
一
七
四
頁
。
な
お
、
同
書
に
つ
い
て
は
鈴
木
敬
夫
教
授
(
札

幌
学
院
大
学
)
よ
り
提
供
を
受
け
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
る
。

(η)
上
海
市
高
級
人
民
法
院
編
著
『
上
海
法
院
最
新
案
例
精
選
』
(
上

海
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
四
O
頁。

(
日
)
一
九
九
一
年
九
月
一
一
一
一
日
公
安
部
(
国
務
院
令
第
八
九
号
)
発
布
、

一
九
九
二
年
一
月
一
日
施
行
。
中
華
人
民
共
和
国
国
務
院
公
報
一

九
九
一
年
第
三
五
号
二
一

O
九
頁
。

(
日
)
国
務
院
法
制
局
政
法
司
・
公
安
部
交
通
管
理
局
「
道
路
交
通
事

故
処
理
弁
法
釈
義
』
(
中
国
政
法
大
学
出
版
社
、
一
九
九
二
年
)
六

三
頁
。

(
却
)
一
九
九
三
年
二
月
一
一
一
一
日
第
七
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
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員
会
第
三

O
回
会
議
採
択
、
一
九
九
三
年
九
月
一
日
施
行
。
中
華

人
民
共
和
国
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九
三
一
年

第
一
号
三
七
頁
。

(
幻
)
反
対
、
朱
宣
峰
他
主
編
『
中
国
賠
償
法
律
実
務
金
書
』
(
科
学
普

及
出
版
社
、
一
九
九
五
年
)
三
七
八
l
九
頁
で
は
、
製
品
品
質
法

は
精
神
損
害
に
対
す
る
明
確
な
規
定
を
有
し
て
い
な
い
と
す
る
。

(
包
)
一
九
九
三
年
一

O
月
三
二
日
第
八
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務

委
員
会
第
四
回
会
議
採
択
、
一
九
九
四
年
一
月
一
日
施
行
。
中
華

人
民
共
和
国
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九
三
年

第
六
号
七
頁
以
下
。

(
お
)
呉
弘
編
著
『
消
費
者
権
益
保
護
法
筒
論
』
(
同
済
大
学
出
版
社
、

一
九
九
四
年
)
一

O
二
頁
。

(
出
)
買
明
如
・
王
燕
東
『
中
華
人
民
共
和
国
消
費
者
権
益
保
護
法
問

題
解
答
』
(
中
国
経
済
出
版
社
、
一
九
九
四
年
)
一
五

O
頁。

(
笥
)
中
国
高
級
法
官
培
訓
中
心
・
中
国
人
民
大
学
法
学
院
『
中
国
審

判
案
例
要
覧
(
一
九
九
二
年
綜
合
本
)
』
(
中
国
人
民
公
安
大
学
出

版
社
、
一
九
九
三
年
)
六
四
八
頁
。

(
お
)
『
中
国
大
百
科
全
書
・
法
学
』
(
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
、
一

九
八
四
年
)
五
七
一
頁
。

(
幻
)
一
九
九
五
年
七
月
一
一
一
日
北
海
道
大
学
法
学
部
訪
問
時
の
玉
利

明
中
国
人
民
大
学
法
学
院
教
授
か
ら
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

(
岱
)
な
お
、
王
家
福
教
授
に
よ
れ
ば
、
本
法
を
制
定
す
る
に
あ
た
っ

て
「
精
神
損
害
賠
償
」
と
の
名
称
を
使
用
す
る
か
否
か
に
つ
き
争

い
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
反
対
派
に
配
慮
す
る
か
た
ち

で
「
障
害
賠
償
金
」
お
よ
び
「
死
亡
賠
償
金
」
と
の
名
称
に
落
ち

つ
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
却
)
同
法
第
二
五
条
「
経
営
者
は
消
費
者
に
対
し
て
侮
辱
、
誹
誇
し

で
は
な
ら
ず
、
消
費
者
の
身
体
お
よ
び
そ
の
携
帯
す
る
物
口
聞
の
捜

査
を
し
て
は
な
ら
ず
、
消
費
者
の
人
身
の
自
由
を
侵
害
し
て
は
な

ら
な
い
」
。

(
却
)
買
明
如
・
王
燕
東
・
前
掲
註

(
M
)

一
五
六
頁
。

(
引
)
た
と
え
ば
、
万
引
き
を
疑
っ
て
、
客
を
裸
に
し
て
身
体
検
査
を

す
る
、
あ
る
い
は
経
営
者
が
客
に
暴
力
を
振
る
っ
た
等
の
場
合
が

考
え
ら
れ
る
。

(
沼
)
一
九
九
四
年
五
月
一
一
一
日
第
八
期
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委

員
会
第
七
回
会
議
採
択
、
同
日
公
布
、
一
九
九
五
年
一
月
一
日
施
行
。

中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
公
報
一
九
九

四
年
第
四
号
一
九
頁
。

(
お
)
馬
懐
徳
『
国
家
賠
償
法
的
理
論
与
実
務
』
(
中
国
法
制
出
版
社
、

一
九
九
四
年
)
一
五
七
頁
。

(
M
)
馬
懐
徳
・
前
掲
註
(
お
)
一
五
七
頁
。
な
お
、
立
法
説
明
に
お

い
て
は
、
「
障
害
賠
償
金
」
お
よ
び
「
死
亡
賠
償
金
」
の
性
質
が
「
精

神
損
害
」
で
あ
る
か
否
か
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
醇
駒
「
関

於
対
外
貿
易
法
(
草
案
修
改
稿
)
和
国
家
賠
償
法
(
草
案
修
改
稿
)

修
改
意
見
的
匿
報
」
中
華
人
民
共
和
国
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務

委
員
会
公
報
一
九
九
四
年
第
四
号
二
ハ
頁
、
胡
康
生
「
関
於
〈
中
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華
人
民
共
和
国
国
家
賠
償
法
(
草
案

)
V的
説
明
」
同
二
七
頁
、
慈
市

誠
「
全
国
人
大
法
律
委
員
会
関
於
八
中
華
人
民
共
和
国
国
家
賠
償

法
(
草
案

)
V審
議
結
果
的
報
告
」
同
三
一
頁
参
照
。

(
お
)
察
誠
・
前
掲
註
(
担
)
三
三
頁
。

(
お
)
馬
懐
徳
・
前
掲
註
(
お
)
一
五
七
真
。

(
幻
)
馬
懐
徳
・
前
掲
註
(
お
)
二
五
八
頁
。

(
羽
)
馬
懐
徳
・
前
掲
註
(
お
)
二
五
三
頁
。
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